


地域福祉研究会『報告書』刊行にあたって
　「地域福祉研究会（以下、研究会）」は、日本生協連・芳賀専務理事の私的研究会として
2009年９月に発足しました。
　超高齢社会の到来と共に、「社会のセーフティネットの危機」とも言われるほど地域で
は生活基盤そのものが変わってきており、地域における個人と個人の関係性が変化してき
ています。たとえば、高齢者の一人暮らしによる「孤立」「孤独」があります。中山間地
域や都市部において、高齢化による人口減少により、近所のたすけあいが成り立たなく
なっている地域もあります。また、こうした地域では、身近な商店の閉鎖により、買い物
行動も十分にできず、いわゆる「買い物難民」やフードデザート（食の砂漠化）現象が顕
著になっています。
　地域福祉問題は、今では「日常生活課題」です。地域福祉とは、簡潔に言うと「誰もが
安心して、人間らしいくらしを続けていけることができる地域づくり」ということです。
今後ますます社会的ニーズが増大する分野であり、日常生活において地域で助け合う相互
扶助の社会システムの構築が望まれています。

　そうした問題意識を踏まえ、この研究会での論議は、「地域福祉に、生協がなぜ取組む
のか」ということから開始しました。生協は、他の非営利組織の団体（社協、NPOなど）
や一般企業と比べると大きな特徴があります。その特徴とは、「非営利目的の組合員の相
互扶助組織」と「経済事業体」としての両面の使命を持っており、組合員同士の共益を目
的にしているということです。一般企業も社会的貢献の意味合いでさまざまな活動をして
いますが、それは本業ではありません。　
　生協は、供給事業を持続させながら、地域の中で組合員のくらしに根ざした社会的な活
動に取組んできており、供給事業と諸活動が表裏一体の関係にあります。地域の生活イン
フラへの貢献と協同の精神が地域社会から高い評価をいただいています。

　当研究会には、同志社大学・上野谷先生と早稲田大学・加瀬先生のお二人の学識者に加
え、地域生協のみならず、（福）生活クラブ・池田理事長および（福）協同福祉会・村城
理事長の生協を出身母体とする社会福祉法人の方々にも委員として参加していただきまし
た。これは、生協と地域福祉の関係をより幅広い視点からとらえなおし、現在の地域社会
のおかれている状況をふまえ、地域生協としてどのような役割発揮を行うべきかを検討し
ていく必要があると考えたからです。

　当研究会では、地域社会の現状を確認し、生協の地域福祉にかかわる取組み状況につい
て整理をしました。そして、先進生協に視察を行い、地域福祉活動推進のポイントを学
び、生協が果たすべき役割を５点にまとめました。
　今後の地域の中で、生協のなすべき役割を検討していくにあたり、生協における先進的
な取組みを紹介し、合わせて水平展開をしていく一助に本報告書をご活用いただければ幸
いです。孤立・貧困がすすむ地域社会の中で、住民相互の支えあいの仕組みづくりに、今
すぐにでも着手しなければいけない状況も、地域によっては生まれてきています。

　生協はいつの時代も、組合員のくらしとともにあり、そのくらしの向上に全力をあげて
取組んできました。地域福祉は、組合員のくらしの向上を目的とする生協において必然的
に取組む分野であると思います。

　最後に、各回の会議において貴重なご報告・ご意見をいただきましたゲストスピーカー
の皆様、視察にあたりご丁寧な説明と対応をしていただきました各生協の皆様、そして、
毎回率直かつ真摯に議論いただきました委員の皆様に深く感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

2010年９月

「地域福祉研究会」委員会
委員長　高田　公喜

（生協ひろしま　常勤理事）
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『報告書』の全体構成
　　　　はじめに

Ⅱ章．「生協の福祉ビジョン」の４つの視
　Ⅰ章．地域社会の現状　　　　　　　　　　　　　点からみた生協の取組み

　Ⅲ章．先進生協に学ぶ地域福祉
　　　　　　　　　活動推進のポイント

　Ⅳ章． 生協が果たすべき役割

おわりに　新たな一歩をふみだすために～地域福祉研究会からのよびかけ

【第Ⅱ部】研究会報告を受けて～今後、日本生協連が行うこと

・少子高齢化のさらなる進行
・広がる所得格差、すすむ「貧困」
・「日常の買物が不便」が困り事の一位
・地域のつながりの変化～深まる孤立

Ⅰ）特色を活かした総合的なサポート力発揮
Ⅱ）ネットワーク強化による地域福祉づくり
Ⅲ）組合員・地域住民が主人公となった新た
　　な協同のあり方、参加の場づくり
Ⅳ）生協としての社会的役割発揮

※上記①～⑤の役割発揮のためには、「人づくり」と「計画づくり」が大変重要

・各生協が、上記「果たすべき役割①～⑤」を中心に、可能な部分から計画・実践する。
・上記の経験を全国で交流し、相互に学び合い、あらたな実践へ取組む。　
・はじめは各地での取組みを、それぞれの地域全体、そして生協全体へ広げていく。（点⇒面）

＜地域福祉とは＞
　・誰もが安心して人間らしいくらしを続けていくことができる地域づくり
＜推進ポイント＞
○生協全体で理念が共有化され、トップの強いリーダーシップが存在すること。
○自主的で多彩な活動を生み出す組織的な仕組みが生協内にしっかり位置づけてあること。
○地域と組合員のニーズを事業化し、継続的に提供できる仕組みづくりをめざしていること。
○他団体や行政とのネットワークを大切にしていること。

①事業（特に商品供給・食の分野）を通じて、組合員・地域住民のくらしをしっかり支えていく。
②生協が積極的にネットワーク形成に関り、行政・社協･地域諸団体と協力しあえる場・仕組み
　を作りあげる。
③地域それぞれの実情にあわせた形で、かつ、組合員・地域住民が自発的に参画し、学ぶこと
　のできる場を設定し、自己実現可能な機会・場面を提供する。
④地域に見える形で日常的な相談窓口機能を設置し、日常の様々な生活課題にネットワークを
　活用し対応する。
⑤地域課題へ具体的に取組む中から、国や行政に対し、制度化・施策化のための働きかけを行
　う。

・厳しさを増すくらしの中で、生協の事業・活動を地域福祉の視点から見直し、
地域社会のためにやれること、やりたいことは何かを考える。
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はじめに
 
○深刻さを増す、貧困・孤立・子育ての大変さ・買物難民等々

　日々のくらしは厳しさを増しており、将来の不安が増大しているのが私たちの実感で
す。日本生協連では毎月『くらしと家計簿』 １を発行していますが、その中の「今月のお
たより」にも、くらしの厳しい様子が寄せられています。以下、寄せられたおたよりから
いくつかみてみます。

 　「お茶飲み話にでるのは、物価のこと、息子たちの給与が減っていること…。子育ても
大変で病気だと保育園に預けられず、実家の親が面倒をみている」

 　「夫の会社が９月に倒産した矢先に私まで失業。がんばって仕事を探していますが、３
人の子どもを抱えてもできる仕事はなかなか見つからず…」

 　「夫は人員削減の分まで働かされて過重労働。下の子は春から幼稚園だが最低限の準備
だけ。教育費は増えるし生活水準を下げての防衛しかない？」

 　「四国の娘は４人の子育て中。電気をこまめに消し、水道の栓を絞り、庭を畑にし野菜
づくりをはじめた。私の子ども時代は戦中・戦後の食糧難時代。またこんな時代がこ
ようとは」

 　「今回の雨はすごかった。近所のスーパーも冠水して休業したとか。すぐ近くなのに知
らなかった。老人２人のくらしはもしもの時が案じられる」

 　「リストラされた息子が再就職。しかし今をときめく派遣社員。住宅ローンが払えなく
なりその分援助しているが、これも個人年金がでるあと１年だけ」

　物価高、所得減少、子育ての大変さ、格差社会の実感、地域の中での人々の孤立、買物
難民…。こうした生活上の困難さ、くらしにくさに私たちはどう向き合っていけばいいの
でしょうか。生協として、何に、そしてどのように取組めば、私たちが望む暮しやすい地
域になっていくのでしょうか。

　この問いかけになんとか答えることはできないだろうか、との問題意識から地域福祉研
究会の論議がはじまりました。

１ 『くらしと家計簿』：日本生協連では、全国の60生協約1,900人の組合員の協力を得て毎月「全国生計費
調査」を行なっており、その調査結果を掲載している冊子。本ページ６名の声は、家計簿のデータの提
出と同時に寄せられた組合員の声である。
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○協同の力で、生活を守り、向上させていく
　
　自分たちの生活を守り、向上させるために、互いの助け合いの組織として生まれたのが
生協です。２地域の中のくらしの困りごとに生協として対応すべき、との考え方には誰も
が賛成してもらえると思います。
　しかし、生協はとかく「事業者」の一つとしてのみとらえられがちです。多くの組合員
も生協との関係は、商品を購入する（あるいはその他の事業を利用する）だけのものとなっ
ています。「生活を守り、向上させる互いの助け合い組織」としての生協の姿が地域の中
では見えにくくなってきています。

　戦後の食糧不足時代には、町内会単位で数多くの生協が誕生し、生活物資を協同で手に
入れました。
　高度経済成長期には、物価高や各社が協定を組み同種の商品の価格を不当に上げる価格
カルテル、有害な食品添加物・農薬の使用、公害の発生等、くらしをめぐるさまざまな不
安が噴出しました。こうした不安を自分たちの力で安心にかえるために、生協は食を中心
にした商品開発・供給を軸にしながら、くらしの改善に向けた活動を展開してきました。
　リーマンショックに端を発した世界同時不況は、今だに世界をおおっています。日本で
は、少子高齢化、所得格差の拡大、買物難民の発生や地域の中での人々の孤立がすすんで
います。　

　生協は、いつの時代も人々のくらしとともにありました。その時点での、生協のもつ力
を最大限発揮しながら、人々のくらしの向上に取組んできました。
　今の私たちのくらしの困難さは、地域社会全体に目を向け、必要な取組みを他団体・行
政とも一緒になって行っていかなければ、解決できない状況になってきています。３ 
　ここで鍵となるのが地域福祉の視点、すなわち「誰もが安心して、人間らしいくらし４ 
を、続けていくことができる地域づくり」の視点です。
　生協は設立当初から、地域の中で、福祉的な活動を行い続けてきました。商品供給の面
でも、たとえば共同購入の班では、単に商品の受取機能だけでなく、地域住民の交流・情
報交換の役割を果たしてきました。
　生協の事業・活動を、あらためて地域福祉の視点から見直し、これから生協が地域社会
のためにやれること、やりたいことを考えてみたのが、この報告書です。

２ 生協法第二条第２項には、生協が備えるべき要件として「組合員の生活の文化的経済的改善向上を図
ることのみを目的とすること」と明示されている。
３ 地域社会への関りの必要性は世界の協同組合共通の課題となっており、1995年ＩＣＡ世界大会にて、
世界の協同組合の活動指針の中に「組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な
発展のために活動する」として示された。
４ 「人間らしいくらし」とは「生協の21世紀ビジョン」で使っている用語で、モノだけではなく、心の
豊かさや、すこやかさ、ゆとりがあるくらしを意味している。
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Ⅰ章　地域社会の現状

１．少子高齢化のさらなる進行

　都心のベッドタウンとして栄えた地域も、現在は、高齢化が進み、危機感をもった
米山孝平５さんが、住民同士の交流を活性化したいという思いで居場所（茶話やか広間）
を始めた。
　米山さんは、「家にひきこりがちな高齢者は、認知症になりやすい。“茶話やか広間”
では、利用者が人とのコミュニケーションを図り、脳を活性化させることで現在の介
護予防となっているだけでなく、ご近所の方に声をかけて集まったボランティアス
タッフも将来の介護予防になっている。今後もどんどん参加者を増やし、地域住民自
らの手でコミュニティを活性化させたい」と話す。６

　地域福祉を考えていく場合、これから2025年までの15年間は非常に重要な時期となります。
　2025年には、団塊の世代が75歳以上となり、高齢化率（65歳以上の人口が占める割合）
は30.5％と約３人に１人が高齢者となります。15歳～64歳の人口と比べると65歳以上の人
口は約半分となり、現役世代２人に対し１人の高齢者という比率になります（図表－１参照）。
　社会全体で、財源も含めた社会保障制度のあり方を検討７し、設計していくとともに、
地域全体での支えあいの仕組みづくりへの着手が必要です。
　高齢者の健康面をみてみると、病気やけが等で実際の日常生活に支障をきたしている人
は全体の４分の１であり、４分の３の人はとりたてて日常生活に支障はありません。８ 主観
的にも、「自分は健康である」と考える高齢者は多く（全体の64.4％）、国際的にみても５
カ国比較で一番となっています。９

　高齢者が増えるということは、健康で元気な高齢者の絶対数も増えていくということで
す。地域の中での支えあいの仕組みづくりにおいては、元気な高齢者とともにそのあり方
を考え、一緒に組み立てていくことが必要です。
　地域の中での支えあいの仕組みづくりは、一朝一夕でできるものではありません。地域
の中で核となる人材が育ち、運営のノウハウが蓄積され、仕組みとしてまわしていく財源
も確保されていなければなりません。

５ 特定非営利活動法人　流山ユー・アイネット代表。
６ 平成22年版『高齢社会白書』（Ｐ69）より抜粋引用。
７ ここでの「検討」とは、高齢者福祉だけでなく、子育て分野等も含めた総合的な観点からの検討を示
す。（日本は、先進国＜OECD高所得国＞24カ国中、家族・子供向け公的支出の対GDP比は0.7％と下か
ら３番目、対高齢者向け支援との比率は9.2％と最下位で、先進国のなかで、少子化対策がもっとも低
いレベルにある。データ出所：OECD（2007）Social Expenditure Database。）
８ 平成21年版『高齢社会白書』（Ｐ25～27）の分析による。
９ 平成21年版『高齢社会白書』（Ｐ27）より。２位がアメリカで61.0％、フランス（53.5％）、韓国（43.2％）、
ドイツ（32.9％）と続く。
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　　2025年まで残り15年間。現在50歳の人も高齢者の仲間入りとなります。それぞれが自
分自身の問題として、地域の中での支えあいの仕組みづくりに今から着手していく必要
があります。

図表－１　我が国の高齢化の推移

　　　※平成2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日
　　　　本の将来推計人口（中位推計（H18.12月））。※厚生労働省作成資料

　認知症高齢者は、現在の200万人から2025年には300万人を超えます（図表－２参照）。
「認知症になっても誰もが安心して暮らせるまちづくり」のために、地域全体での学習や
見守り活動が必要になっています。

図表－２　「誰かが注意していれば自立できる状態」および「介護を必要とする

状態」にある認知症高齢者の推計人数　（単位：万人）

　　　※下段は６５歳以上人口比（％）。※厚生労働省作成資料　　　　　　　　　　
　　　　Ａ：日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少
　　　　　　見られても誰かが注意していれば自立できる状態。
　　　　Ｂ：日常生活自立度Ⅲとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがとき
　　　　　　どき見られ、介護を必要とする状態。（ＢはＡの中の内訳数）
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とえば、2025年では、65歳以上１人に対して15～64歳以上が2.0人であることを示している。
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　今まで要介護高齢者を支えてきた家族状況も変化していきます。介護する家族の高齢化
が進み、また核家族化・少子化の進行に伴い単独世帯が増加していきます。2025年には、
高齢者の一人くらしは高齢者人口の３分の１になり、2025年には670万世帯となります（図
表－３参照）。

　今までは、「夫婦と子ども」世帯を中心に社会の仕組みが考えられてきました（例えば
住宅構造や店舗での商品の量目など）。これからは単独世帯が増加していきます。特に高
齢者世帯ではその傾向が強く、2025年には、単独世帯が一番多い形態となります。
　生協においても、事業や活動、組織運営の点で、こうした世帯構成の変化に対応してい
く必要があります。
　単独世帯では、今まで家族がいればなんでもなかった日常生活でのちょっとしたこと
（電球の取替えやごみだし等）が、当人ではできなくなっていきます。こうした状況へ対
応していく地域社会の中での支えあいが求められます。

　また、この世帯構成の変化は、地域のつながりの希薄化にもつながっていきます。例え
ば、配偶者に先だたれ、近所づきあいもなくなっていき、最悪の場合には孤立死ともなっ
てしまいます（Ｐ20「地域のつながりの変化」参照）。
　生協への加入をおすすめする際の地域住民への訪問活動、店舗や宅配事業への意見をだ
してもらうための全戸訪問や意見募集、商品モニターや試食会への参加協力、地域単位や
テーマ別での組合員活動の開催など、くらしのさまざまな場面で人があつまる場を、生協
はつくってきました。これから単独世帯がふえてくるなかで、今まで以上に、地域の中で
の人と人とのつながりをつくるための意識的・積極的な働きかけが、生協には求められて
きています。

図表－３　高齢者単独・夫婦世帯の増加

　　　　　　（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合
　　　 　　出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計－平成20年３月推計－」

　　　　　　　　 ※厚生労働省作成資料
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　つぎに、少子化の状況をみてみます。
　最近の出生数及び婚姻件数の傾向をみてみると、2009年の出生数は106万9,000人（対前
年比約２万2,000人減）、死亡数は114万4,000人（対前年比約2,000人増）、自然増減数はマイ
ナス７万5,000人と見込まれています。婚姻件数については、2009年は71万4,000組（対前
年比約１万2,000組減）と見込まれ、婚姻率（人口千人に対する人数比）は5.7（前年は5.8）
となっています。 10

　合計特殊出生率11は、2008年の全国平均で1.37でした。ちなみに、合計特殊出生率が最
も高いのは沖縄県（1.78）であり、最も低いのは東京都（1.09）となっています。
　子育ては地域全体の課題となってきています。出産―育児のしやすい環境をととのえ、
出生率をあげていくとともに、子育て世代への支援もさらに必要になってきています。
　少子化の進行は、人口減少にも結びつきます。日本はすでに人口の減少期に入っていま
す。これは、地域の購買力にも影響をあたえ、人口減少が大きな地域は、商業施設の縮
小・撤退が起こっています。
　地域社会において、買物難民（買物弱者）の問題をどう解決していくかが、大きな課題
となっています（Ｐ15「『日常の買物が不便』が困りごとの一位」参照）。

図表－４　出生数及び合計特殊出生率の年次推移

　（注）※厚生労働省「人口動態統計」より（1947～1972年は沖縄県を含まない。）

10 「平成21年人口動態統計の年間推計」より。
11 合計特殊出生率＝「15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの」
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２．広がる所得格差、すすむ「貧困」

　毎日暗いニュースばかりで、生活していくのが大変な世の中になってしまいました。
そして、“格差社会”を実感せざるを得ない状況です。夫の会社は週３日もあればよい
ほうで、残りの日は休日です。ため息ばかりついて元気のない日もあります。
　専門学校の長女は超節約生活で我慢してくれています。高２の次女は進路にかなり
悩み中で、お金がなければ進学もできず、求人がなければ就職もできません。
　田舎暮らしですがいよいよ車を１台にするか、携帯電話をやめるか…。我家の生活
はそんなところまで来てしまいました。12

　1980年代以降、正規職員の割合は低下してきています。特に、派遣社員・契約社員が増
加しており、2008年度は594万人（1988年の3.8倍）で、全体に占める割合が11.6％になっ
ています。（図表－５）
　図表－６は、正規雇用者と非正規雇用者の年間収入分布です。20歳代では、正規雇用者
と非正規雇用者の部分で、重なり合う（年収がほぼ変わらない）部分がありますが、その
後は重なり合う部分はほとんどなくなります。
　特に注目したいのが、中位にいる人の年収の推移です。正規職員では、50歳代まで年数
に応じて年収があがっていくのに対し、非正規職員では、20代後半をピークに、逆にさ
がっていきます。すなわち、年齢が高まるにつれ、両者の所得格差は広がっていきます。
　これは、非正規雇用者は、正規雇用者に比べて職業能力を開発する機会が少なく、職務
の経験が給与に反映されることも少ないことがその理由として考えられます。結果、職務
遂行能力の点でも差が広がり、非正規雇用者が正規雇用になる道がせまく、さらに年収の
格差が広がっていくという状況にあります。

図表－５　雇用形態別雇用者数の推移（1988年－2008年）　（単位：万人）

資料出所：『平成21年版　労働経済白書』（厚生労働省編）P21のデータより加工　　　　　

12 「くらしと家計簿（今月のおたより）」（日本生協連発行：2009年５月号）より引用
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図表－６　正規雇用者と非正規雇用者の年間収入分布

出所：『平成21年版　労働白書』（P171）より転載

図表－７　世帯類型別年間平均所得・平均可処分所得（2008年度）
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出所：『平成20年　国民生活基礎調査』（P290）より転載　　　　　　

－12－ －13－



　年収の格差については、母子家庭の年収の低さも大きな問題です。図表－７は、世帯類
型別にみた年平均の所得金額です。
　世帯人員一人あたりの可処分所得をみると、全体平均（総数）では、年171.2万円なのに
対し、母子家庭では、その半分以下の79.1万円になっています。

　政府は、2009年秋、全国民の中での低所得者の割合を示す「相対的貧困率」13が、2007
年調査で15.7％だったと発表しました。
　これは経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）がまとめた加盟30か国の中で（貧困率の高い方か
ら）４位で、2004年のＯＥＣＤ調査の14.9％からさらに悪化しています。
　こうした中、多重債務者やホームレス、低所得者が貧困から抜け出せなくなる状況への
対応が社会の大きな課題となってきています。
　広がる所得格差から生み出される貧困問題を、そのまま何もせずに放置することは、地
域が荒れる要因ともなっていきます。多重債務などは、個人の責任ということで片づけら
れがちですが、負の連鎖を断ち切る支援をすることで、問題の解決につながる場合が数多
くあります。

13 相対的貧困率＝世帯数で調整した社会全体の一番標準的な世帯所得の50％未満の割合
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３．「日常の買物が不便」が困りごとの一位

　山間部が中心になる私の地区では、組合員さんの年齢層はかなり高めになっていま
す。買い物に出るにも、車のない方は最寄のスーパーまで、「しょいこ」をかついで１
時間以上も歩いて買い物に行かれます。歩いて買い物にいけない方は、週に一度の移
動販売に頼らざるを得ません。
　でも、どうしても近くのスーパーや、移動販売ではまかなえないものもあります。
重くて自分では運びきれないビールや焼酎のケース。かさばってしまうトイレット
ペーパーやティッシュペーパー。重いお米…。雪の降る冬場の買い物の大変さ。そん
なところでの生協は、ほんとうに頼りにされているのを毎日の配達の中でひしひしと
感じます。14

　買物難民あるいは買物弱者という言葉が多く使われるようになってきています。
　過疎地域はもとより、都市部でも、高台にある団地などで日常の買物に困難をきたす高
齢者等が多くなってきました。
　図表－８は、2001年と2005年に内閣府が行った高齢者を対象とした調査です。「日常生
活において一番不便だと感じていることは？」という質問に対し、2001年では「医院や
病院への通院に不便」が12.0％で一番多く、ついで「日常の買物」となっていましたが、
2005年では「日常の買物」が16.6％でトップになりました。この数値を全国の60歳以上の
高齢者人口に掛け合わせると、およそ600万人15の人が「日常の買物」に不便さを感じてい
ることになります。
　図表－９は、「買物難民等の状況にあると感じるか」との問いかけに対して、「そう思う」
＋「いずれはそうなると思う」が４割を超しており、特に農村部では６割近い人が今後の
買物に不安をいただいている状況にあります。
　「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会」（経済産業省）では、特に農山村部と
都市郊外の２類型で問題が深刻化しているとしており、以下の分析を行っています。（※
以下の分析は「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会」報告書より）
　
■農山村部
　・過疎化進行で、近隣型の商圏施設が成立する人口に届かない地域が増加。
　・高齢者が多く、食品の消費量が少なく、かつ車をもつ若い人は郊外型スーパーへ買物
にいくため、商店がなりたつだけの需要確保が困難。

　・今後の人口減少で需要動向がさらに厳しくなっていく。
■都市郊外型
　・郊外型の団地やニュータウンは同世代の入居率が高く、団塊世代の退職で高齢化が急
激にすすみ、対策が十分にとられていないことが多い。

14 生協しまね『高齢組合員がより豊かにくらせるために』報告書（2009年１月発行）P93「第24回通常
総代会の発言から」より引用、一部要約。
15 経済産業省の推計による。
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　・特に坂の多い地域に造成されたエリアやエレベーターがない団地では深刻。
　・解決策を考えるにあたり、商品をどう提供するかに加え、公共交通機関のあり方等、
広範な視点からの検討が必要。

　
　日常的に食料品等が調達できなければ、命の問題にも直結していきます。
　地域の高齢者にとって、最大の課題ともなった買物のしにくさに対し、生協としてどう
かかわっていくか。特に食料品を中心にした商品供給事業をメインに事業活動を展開して
きた地域購買生協にとって、買物難民（買物弱者）への対応は、生協の存在意義をも問わ
れる大きな課題といえます。

図表－８　全国の高齢者が生活環境において不便に感じる点

【出所】内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果」平成17年度
（注）「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会」報告より転載

図表－９　「買物難民」「買物弱者」等の状態にあると思いますか。

出所：日本総合研究所ＷＥＢアンケート
（注）「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会」報告より転載
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４．地域のつながりの変化～深まる孤立

　このところ、サテ、ハテナと想うこと…。
　かつて地域社会の中でごく当り前に交わされて世代を越えてのくらしの智恵の交換
が、その交流が途絶えて久しく、顧みればお互い無用の無駄を重ねているのではと思
えること多々です。
　この不況下、貧しくならずケチる知恵、無いものを補う法、手抜きをしながら美味
しくつくれる調理や家事、（こうした智恵を）年長者はそのキャリアを通して山ほど
持っていますし、衣類、車、電化製品、旅行にグルメのマル特情報はインターネット
世代には逆にかないません。赤ちゃん用品のなかには介護に役立つ商品も多々あり、
もっともっと世代を超えて友達したいものです。16

　図表－10は、近所付き合いの程度の推移を示したものです。1975年～1997年と2000年～
2007年の調査項目が違いますので、一概にはいえませんが、それでも、近所づきあいが
年々薄れてきていることが、傾向として読み取れます。
　2000年と2007年の比較をみると、「よく行き来している」+「ある程度行き来している」
は54.6％と半数を超えていましたが、2007年では41.6％と４割近くまで減少しています。
　このことは、主観的な意識でも同じ傾向であり、地域のつながりが10年前にくらべて弱
くなっていると考えている人が約３割となっています。（図表－11）

図表－10　近所付き合いの程度の推移

『国民生活白書（平成19年版）』（P78）より転載　　　

16 ちばコープ2009年度通常総代会資料「春の地域総代会議を終えて」掲載の総代の声
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図表－11　10年前と比較した地域のつながり

　『国民生活白書（平成19年版）』（P82）より転載　　

図表－12　地域活動および近所の付き合いの程度

　『国民生活白書（平成19年版）』（P72）より転載　　
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　こうした地域のつながりの希薄化が進む中で、地域活動に参加せず、「挨拶程度の最小
限の付き合いしかしていない人」は13.8％、「挨拶もせず近所付き合いがない人」が7.0％と、
双方合わせ２割の人が、地域から孤立しているのが現状となっています（図表－12）。
　地域のつながりの希薄化の進行は以下のような地域の課題を生み出しています。
　その多くは、以前は地域社会のつながりの中である程度防いでいたものであり、逆にい
えば、こうした問題が顕在化してきていることが、地域の中で人々の孤立状況が進行して
いることを示しているということができます。
　また、従来は、地域のコミュニティの力であまり大きな問題にならずに済んでいたこと
でも、つながりの希薄化によって深刻な状況になっている（なっていく）ということもで
きます。
　
　＜つながりの希薄化による地域の課題＞　
　・自然災害発生時や防犯に対する地域の安全性の急激な低下。
　・高齢者、認知症、障がい者の消費者被害の拡大。
　・孤立死（圧倒的に男性一人暮し）の増加。
　・高齢者虐待、児童虐待の深刻化。
　
○自然災害発生時や防犯に対する地域の安全性の急激な低下
　ふだん地域から孤立している人、あるいは、孤立させられている人（障がい者、外国人
等）が多ければ多いほど、自然災害発生時に高い危険にさらされる人の数は増え、状況は
深刻なものになっていきます。
　実際の住民への意識調査でも「地域が災害に対して安全」と考える人は、1984年は
35.0％だったのが、2002年では25.2％に減少しています17（内閣府「防災に関する世論調査」
より）。
　治安の面でも、地域のつながりの希薄化は深刻です。
　地域の警察官への意識調査によれば、94.9％の警官が、「地域の安全は警察だけでは
確保できない」と回答しており、必要なものとして「地域住民一人ひとりの自衛方策」
（78.3％）に加え、「地域住民、ボランティアの防犯活動」（51.6％）と回答しています（警
察庁『地域警察官意識調査』＜2004年＞より）。
　住民自身も、ここ10年間で治安が悪くなったと思う人が46.6％、やや悪くなったと思う
人が37.7％と、両方あわせると84.3％が悪化したと感じています。そしてその理由として
49.0％の人が、「地域社会の連帯意識が希薄となったから」をあげています（内閣府『治安
に関する世論調査』＜2006年＞より）。

○高齢者、認知症、障がい者の消費者被害の拡大
　振り込め詐欺や悪質な訪問販売など、高齢者・認知症・障がい者が受ける消費者被害が
拡大しています。特に一人ぐらしの高齢者がねらわれやすく、しかも何度も被害にあう場

17 比較年度の1984年と2002年の間には、1995年の阪神・淡路大震災が起きている。この震災の印象が数
値結果に部分的に反映している可能性も考えられる。
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合があります。また、認知症高齢者の場合、被害にあっていること自体を自覚できない場
合もあります。
　振り込め詐欺・恐喝事件の2009年の発生件数は3,057件であり、被害者中、65歳以上の割
合は70.1％となっています。消費トラブルの被害も依然として多く、70歳以上の消費生活
センターに寄せられた相談件数は、近年では横ばい傾向が続いているものの、依然として
10万件を超えています。寄せられた相談について販売方法・手口をみると、2009年度にお
いては、家庭訪販が21.5％、次いで電話勧誘が10.3％となっています。（平成22年版『高齢
白書』より）
　消費者被害は、身近に相談できる人がいれば防げる場合が多々あります。また、定期的
な訪問などで日常生活に変化があればすぐわかるような仕組みも必要です。

○孤立死（圧倒的に男性一人暮し）の増加
　本章の「１．少子高齢化のさらなる進行」でみたように、世帯構成が変化してきており、
今後、独居世帯が一番多い世帯類型となります。
　こうした中で孤立死がふえてきています。図表－13は、東京都と（独）都市再生機構が
調査したものです。左が東京都23区内における一人暮らしの65才以上の自宅での死亡者数
で、2008年（平成20年）は2002年（平成14年）と比べ1.6倍に増加（東京都監察医務院の
公表データ）しており、この中に含まれる孤立死も増加していると推測されます。右は、
単身の居住者が誰にも看取られることなく（独）都市再生機構の賃貸住宅内（約76万戸）
で死亡したケース（自殺や他殺を除く）は、2008 年（平成20年）度は1999年（平成11年）
と比べ約３倍に増加しています。（『高齢者社会白書（平成22年版）』より）

図表－13　ふえる孤立死

『高齢者社会白書（平成22年版）』（P58）より転載
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　高齢の独居者が一番恐れているのがこの孤立死です。
　孤立死は圧倒的に男性が多く、地域社会とのつながりをまったくもたずに定年退職した
男性が、家族の死別等で一人暮らしになると、自宅にとじこもりがちになり、孤立を深め
ていく状況がうかびあがってきます。
　地域で見守りネットワーク等で、定期的な声がけや地域行事への参加を呼びかけたり、
生活のうえで困っていることがあれば本人がそれを発信していったりすることも必要に
なっていきます。

○高齢者虐待、児童虐待の深刻化
　高齢者虐待・児童虐待も深刻な問題です。
　高齢者虐待では、隣近所の気づきが問題発見につながります。2008年度に1,800市町村
（特別区を含む）で受付けた、高齢者虐待に関する相談・通報件数は21,692件と前年度比で
8.6％増加しました。性別でみると女性が全体の約８割を占めており、年齢階級別では「80
～84歳」が24.0％と最も多くなっています。なお、虐待の加害者は、「息子」が40.2％と最
も多く、ついで「夫」17.3％、「娘」15.1％となっています。（内閣府『治安に関する世論
調査（平成18年）』より）
　児童虐待の背景には、子育て家庭が親族や友人・地域の人々から孤立している状況があ
ります。子育てに対する負担感は、いわゆる専業主婦の方が共働き世帯の妻よりも感じて
いる人が多いという調査結果があります（図表－14参照）。夫や他の家族、あるいは外部
からの支援が得られないまま、子育ての大きな負担感を感じている母親の姿がうかがえま
す。

図表－14　子育ての負担感の状況

　　出所：（財）こども未来財団「子育てに関する意識調査事業調査報告書」（2000年度）　　　

　全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は年々増加しており、2009年
度は44､210件となっています。（厚生労働省調査）
　児童虐待の要因にはさまざまありますが、近年の児童虐待増加の背景としては、経済状
況の悪化による各世帯の家計窮迫と育児不安の高まりなどの影響も考えられます。東京都
調査によると、虐待者の就労状況では家事専業・無職者が５割近くになっています。子ど
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もの虐待防止センター調査による子育て協力者の有無と虐待傾向をみると、協力者がいる
母親に比べ、協力者がいない母親では虐待傾向の割合が高くなっています。（『厚生労働白
書（平成15年版）』より）
　子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も跡を絶たず、社会全体で早急に取組
むべき重要な課題となっています。

図表－15　児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

　　　

出所：厚生労働省政策リポート「児童虐待の現状とこれに対する取組」より　　　

　深まる地域の中での人々の孤立、そしてそこから生じてきているさまざまな課題へは、
行政をはじめとし、地域の中の各組織・団体、そしてなにより地域にすむ人々が、役割を
適切に分担し、相互に協力し合うことでしか、対応できません。
　「人間らしいくらしの創造と持続可能な社会」を実現していくために、生協としても地
域の諸課題に対応していく力強い取組みが求められています。
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Ⅱ章　「生協の福祉ビジョン」の４つの視点からみた生協の取組み

　2007年、日本生協連では、「生協の福祉ビジョン」18 を策定しました。その中で「生協福
祉の今後の発展方向」に関し４つの基本視点をあげました。

Ⅰ．生協の特色を活かした総合的なサポート力の発揮
Ⅱ．地域ネットワーク強化による地域福祉づくり
Ⅲ．組合員・地域住民が主人公となった新たな協同のあり方、参加の場づくり
Ⅳ．生協としての社会的役割発揮

　この４つの基本視点にそって生協の地域福祉にかかわる現在の取組み状況についてみて
みます。

Ⅰ）生協の特色を活かした総合的なサポート力の発揮

　生協が他の事業者・諸団体と違う点は、事業と活動があること、くらし全般にかか
わっていること、主体的に参加する組合員組織があるということです。地域福祉の点で
も、これらの特徴・強みを活かし、組合員の積極的な参加のもと、くらしの全般に対し、
各事業・活動を通じて、生協のもつインフラを活用して、そしてこれらを総合して、生
活課題に応えていくことが求められます。

①必要としている人へ商品を供給するための取組み
　○買物に不自由している高齢者、障がい者、子育て家庭の支援のために、配達手数料の
割引制度を設けている生協は全国で73あります。19 

　
　○くらしの場に商品を直接届ける宅配事業は、特に、買物の不便な中山間地や都市部
でも高台にある住宅地の組合員に喜ばれており、買物に不自由している方にとっては
「命綱」 20 ともいうべき役割を果たしています。

　　　・みやぎ生協：生協の責務とし、県内どこでも、牛乳１本、灯油１缶でも組合員の要望が
あれば配達対応をしている。

　　　・福井県民生協：日常の買い物に行くことが不便な地域の方々に「移動店舗」サービスの
取組みを開始した（2010年７月時点で８台）。宅配では得られない店舗で買物をする楽し
みに応えるため、移動店舗車を走らせている。

18　2006年度、福祉政策推進委員会にて策定されたもの。生協の福祉（活動・事業）が発展していくため
の課題提起を行っている。
19『2009年版』全国宅配事業概要調査（日本生協連）より。
20　生協しまねの2006年から2008年にかけて行った聞き取り調査（65歳以上の高齢者を対象に実施）の宅
配事業へ対する評価結果による。
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　　　・コープかごしま：中山間地域および県内25の離島全てに宅配事業を実施している。
　　　・コープみやざき：共同購入事業を地域の中で福祉的役割を担うものとし、止めることは

できない事業と捉え、「事業継続が大命題」としている。（巻末補足資料参照）
　　　・コープあいち：世帯数32世帯の買物困難地区へ宅配事業を2010年７月から開始。当地域

に住む人から商品配達の依頼があり、行政や他商業者とも調整を行い始まった。共同購
入２班、ＪＳＳ（組合員サポーター宅へ商品を届け、そのサポーターが個別に配達）２
班の計24世帯が組合員となっている。配送コスト的には厳しいが、生協以外に届ける事
業者はおらず、生協がなすべき役割と判断、配送を開始した。

　　　・コープぎふ：店舗施設が撤退し、生活必需品の入手が不便な状況になった（最寄の店舗
まで車で１時間半等）地域への配送を行っている。（豪雪地帯である白川郷平瀬地区や高
山市高根町等）

　　　・わかやま市民生協：和歌山県は山間部が多いが、県内全域に対して配送。山間部の村へ
も個配を行っている。

　○店舗までの交通手段がない人への買物バスの運行や、店舗の商品を近隣の高齢者・障
がい者等の自宅まで配達する買物代行の取組みが行われています。　　

　　また、過疎地域への生鮮品を中心とした移動店舗の取組みもはじまっており、そのな
かで、一部行政との連携も行われています。

　　　・コープさっぽろ：2009年２月、赤平市の病院に隣接する場所に新店をオープンし、市民の
要望を受けて「あかびらお買い物バス」の運行をスタートした。この無料バスは病院や
近隣の公共施設へいく人も利用できる。

　　　・コープあきた：1972年より「買い物バス」の運行を開始した。組合員の足代わりとしての
無料送迎買物バスは、組合員の念願のサービスで、現在は２台のバスで月平均約1,700人
の組合員が利用している。

　　　・みやぎ生協：高齢者・家族の介護・産前産後・子育て中などで買い物に不自由を感じて
いる方を対象にした買物代行サービス「ふれあい便」を実施。月会費１カ月千円で週２
回の配達。現在146名が利用。

　　　・さいたまコープ：９店舗で店舗からおよそ２km～３kmの範囲に住む人を対象に、注文を
電話・FAXで受け、１回200円で配達するサービス「あったまる便」をおこなっている。
現在、月4,000人程度の利用がある。

②食に関する組合員ニーズに対し、事業化によって対応を開始した取組み
　○生協は食を中心に事業を展開しています。バランスのとれた食生活のための商品開
発（食事バランス弁当21等）、レシピ提案や食育のアイディア提供等を行っています。
こうした取組みに加え、新たに弁当配達事業などのように、食の分野における組合員

21 食事バランス弁当：望ましい食事の取り方や量を分かりやすく示した「食事バランスガイド」にし
たがった冷凍食品を日本生協連が開発。栄養をバランスよく設定し、１食398円という手軽さもあり、
2007年９月の発売以降、200万パックの供給となっている。
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ニーズへ事業化で対応する取組みもはじまりました。

　　　・コープやまぐち：高齢者に限らず、食事の準備が困難な方などの人も対象として「コー
プの夕食宅配」事業を開始。お弁当コースとおかずコースの２種類あり、月～金の夕方
に配達する（１食あたり500円前後での設定）。本事業を開始するにあたり出資金を100円
にし、幅広く利用希望者を募った。結果、今まで生協組合員にならなかった（なれなかっ
た）高齢者の世帯も生協に加入して利用を開始し、組合員の「掘り起こし」、そして他の
商品の購買へもつながっている。

　　　・生協ひろしま：高齢や障がいなどのため食事作りや買い物が困難な方に利用していただ
くために、「配食（夕食宅配）事業」を2009年６月からスタートしている。

　　　・大阪いずみ市民生協：2009年11月に「コープの夕食宅配」をスタート。１日当たり3,000
食を超える利用となっている。利用者の４割が単身独居の高齢者であり行政の「地域の
見守り活動」との連携も考えている。

　　　・ならコープ：2010年４月に「ならコープ夕食宅配」をスタート。手渡しを基本としている
ため、ひとり暮らしの高齢者の安否確認もでき、離れて暮らすご家族からも期待されて
いる。

　　　・エフコープ：「学童保育のおやつ」に保護者や指導員が悩んでいることを知った職員が、
店舗の商品を利用した「おやつ配達」の仕組みを新たにつくり出した。大変好評で、現
在５行政区まで広がっている。（詳細は巻末補足資料参照）

③供給事業のインフラを活用しての見守り活動の取組み
　○日常的に地域を走り、個人宅まで商品を届ける宅配事業の仕組みは、配達する職員と
の間や荷分けの場での組合員同士のコミュニケーションがあります。宅配事業の職員
による地域の見守りや安否確認の活動がはじまっており、商品を配達しているときに
組合員が倒れていて救急車をよんだり必要措置を配達担当者が行ったりした事例は、
コープとうきょうやエフコープなどで実際に生まれています。

　　　・こうち生協：2007年、高知県・高知県民生委員児童委員協議会の３者で、「宅配事業の職
員が商品を届けた際に何か異変を感じたら、地域の民生委員に連絡する」協定を結んで
いる。

　　　・鳥取県生協：2010年５月、鳥取県生協は中山間集落の見守り活動を支援する協定を県や県
内全市町村と結んだ。配達など業務中に発見した地域の異常を市町村に通報する。

　　　・東北サンネット事業連合・コープしが：東北サンネット事業連合では、離れて暮らす家
族からの希望があれば、商品配達時の様子を家族あてに、利用者に会ったかどうかの
メールを送るサービスをスタート。コープしがでもはじまった。

　　　・子どもを犯罪から守る「子供１１０番」活動が全国に広がっている（70生協）。配送トラッ
クに｢子供１１０番パトロール中｣などのステッカーを貼り付けたり､配送センターや店舗
などを「子供１１０番ひなんじょ」として登録したりするなどして､地域社会の安全を守
る活動に協力している。（2008年５月調べ）
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　○店舗の施設を活用して、日を決めての福祉相談コーナーの設置や店舗の集会所を利用
しての食事サービスやふれあいサロン活動も日常的に行われています。さらに、コー
プこうべやみやぎ生協では店内に地域包括支援センターの事務所を設置し、日常の買
い物の中で、気軽に相談できる場を設定しています。　

　
④組合員による地域のなかでの支えあいの取組み
　○組合員相互の、家事援助を中心にしたくらしの支えあい「くらしの助け合い活動」 22

は、1983年にはじまり、活動開始から26年の歴史をもっています。その歴史のなか
で、家事援助として高齢者の生活に入り込んでいるからこそわかる生活課題の把握が
行われ、それが、食事会・配食活動やふれあいサロン活動の立ち上げにもつながりま
した。

　○「食事会・配食活動」 23 は、月１～２回程度の開催です。この活動は一人ぐらしの高
齢者にとっては、人との交流を図ることができる場となっています。「ふれあいサロ
ン」24 は地域の中の居場所づくりです。高齢者のみならず閉じこもりがちな子育て中
の母親なども気軽に立ち寄れる場となっています。

　
　○「子育てひろば」25（＝主に月に１～２回程度、生協の施設や公共施設を利用して乳
幼児と親が自由に集い、のんびりと過ごせる場）の活動が広がっています。核家族世
代の母親にとって、ほっと一息つける安らぎの場であり、他の母親や「ひろば」運営
の担当者（スタッフ）との情報交換やちょっとした相談ごとをもちかけることのでき
る場所でもあります。このやりとりの中で、担当者が子育て中の母親のくらしの問題
点・課題を見つけていく場所にもなっています。

　○子育て支援については、自治体の認可を受け保育園を運営している生協もあります。
また、継続した活動が行政の信頼を得ることができ、行政の委託事業として常設型の
ひろば 26を開設するなどの広がりも生まれています。

22　2008年度は65生協で取組まれ、２万8,000人の参加、活動時間は延べ121万時間となっている。
23　2008年度のお食事会・配食活動は、28生協、開催175箇所、開催･配食回数2,191回、年間調理食数は
76,132食、参加者5,900人、係わったボランティア4,850人となっている。医療生協では地域の組合員グ
ループ（支部）単位で食事会が多く開催されている（100生協1,000ヶ所以上）。
24　ふれあいサロンは地域住民が気楽にたちよれる居場所づくりの活動。2008年度の「ふれあいサロン」
の開催は､21生協､127グループ､開催数1,401回、参加者は12,346人となっている。医療生協では地域の組
合員グループ（支部）単位でサロンがすすんでいる（70生協500ヶ所以上）。
25　「子育てひろば活動」は、2008年度、全国53生協390カ所で開催され、延べ18万人以上の親子が利用し
た。「ひろば」を支える運営担当者（スタッフ）は2,200人以上となっている。（常設型子育てひろばも
含む）。医療生協では産後一定期間 “赤ちゃん同窓会” などの企画で乳幼児と親を支援するとりくみが
すすんでいる。また、診療所をはじめとした事業所の施設を利用した「子育てひろば」や幼児や小学生
低学年を対象にした子ども保健大学が多くの生協でとりくまれている。
26　児童福祉法に基づく地域子育て支援拠点事業による常設型の子育てひろばは、５生協13箇所になった。
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　　＜常設型ひろば＞
　　　・大阪いずみ市民生協：店舗の集会室を使い14カ所で「子育てひろば」を開催。2009年6月

から行政の委託事業として常設型の「ひろば」を開設した。
　　　・ちばコープ：千葉県館山市から指定管理者として、子育て支援施設「館山市元気な広場」

の運営を受託している。（千葉市・市川市からも）
　　　 ・生活クラブ生協（東京）：「子育て広場ぶらんこ」を運営している。
      　・福井県民生協：自治体の事業受託で店舗併設での「ひろば」を運営。
　　　 ・コープいしかわ：地域のＮＰＯに生協の施設を貸出し「ひろば」運営を委託している。

　○こうした「くらしの助け合い活動」をはじめとする組合員活動がベースとなり、次の
⑤の福祉事業を展開していくために不可欠な人材の育成や地域社会での福祉の活動に
対する生協への信頼も形成していくことができました。

　　　
⑤福祉事業をつうじての「くらしの安心を創造する」27ための取組み
　○生協は事業者であると同時に、消費者組織という側面をもちます。生協は2000年の介
護保険制度の立ち上げ時から、介護保険事業に取組んできています。この介護保険事
業においても、消費者、すなわち介護保険事業での利用者からの意見を常にききなが
ら、事業者としての運営に役立てるとともに、必要な制度要求などを行政・国に対し
ておこなってきました。

　○生協の介護保険事業を含む福祉事業は、上記でふれたように、くらしの助け合い活
動との関係性も深く、事業立ち上げにあたっては、くらしの助け合いの会の人材が大
きな力となりました。くらしの助け合いの会の家事援助活動の長い歴史も重要な財産
で、その基本的な考え方（「地域社会の中で、その人がその人なりにくらしていくた
めの自立生活支援」を、「困ったときはお互い様」の精神で行う）は、生協の福祉事
業をすすめていく場合の基本ともなっています。

　　
　○介護保険事業の他にも、福祉関連事業（介護保険で「自立」と認定された方への家事
援助サービスや介護サービス、外出介助・同行サービス、見守りサービス等）を行っ
ています。また、生活クラブ生協（東京）などでは「保育園」（「生活クラブ保育園ぽ
む」）の運営もはじまっています。

　＜補足＞
　　　※総合的なサポート力を発揮していくためには、生協職員の人材育成や活動分野の

27　生協は、2003年、介護保険事業を中心とした福祉事業を、購買事業、共済事業に次ぐ「くらしの安心
を創造するための第３の事業」として位置づけた。2009年度、地域購買生協で実施する事業高は129億
円（業界上位10位程度）となっている。医療生協は2009年度事業高484億円で、地域購買生協を母体と
した社会福祉等、いわゆゆる生協系というくくりで考えると事業高は600億円を超え、民間事業者では、
ニチイ学館に次ぐ第２位の事業高となる。
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財源確保が前提になります。以下、補足的にこの２点につきふれておきます。

◎生協職員の人材育成の取組み
　○店舗で、あるいは宅配事業で、それぞれの組合員に応じた、応対・サービス提供・商
品供給を行うことができる職員育成のため、知識、心構えなどについて、生協全体で
研修体系を組み、それにもとづく人材育成がはじまっています。　

　　　・コープこうべ：店長・センター長を対象にした『ユニバーサル・サービス研修』を開始した。
今後の時代で支持され信頼される生協として、組合員の地域一番の対応を目指すことが
その目的で、ユニバーサル・サービス＝「共感的理解」に基づく対応、と定義している。

　○認知症に対する正しい知識をもち、認知症の方々とともに安心してくらせる地域社会
をめざして「認知症サポーター養成講座」へ取組む生協が広がっています。28 ユーコー
プ事業連合、みやぎ生協、エフコープ、コープかごしまなどでは、生協全体で取組む
ことを決め、店舗や共同購入の職員全員が認知症サポーターになることをめざしてい
ます。

◎組合員全体で活動財源を分担する取組み
　○組合員による活動をすすめていくためには、持続的な活動を推進する財源が必要とな
ります。多くの生協では、教育文化費などの費目で拠出していますが、この財源を、
組合員全体で分担する仕組みづくりも行われています。

　　　・生活クラブ生協（東京）：「生活クラブが地域福祉政策にもとづいて行なう事業の創設、推
進および運営に活用する」ことを目的として組合員が毎月20円を積み立てる「エッコロ
ファンド」の仕組みがスタート。2009年度末までのファンド総額は約3,400万円で、執行
額は約790万円となっている。

28　「認知症サポーター養成講座」への取組み生協数は地域購買生協で39生協７連合、認知症サポーター
は約1.5万人、サポーター養成講座の講師となるキャラバンメイトは720人（地域生協479人、医療生協
241人）となっている。
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Ⅱ）地域ネットワーク強化による地域福祉づくり

　生協の取組みだけでは、現在の組合員のくらしの幅広いニーズに対応することはでき
ません。誰もが安心してくらせる地域をつくりあげていくためには、各課題における
ネットワークの構築が欠かせません。生協は、行政・諸団体と連携・協力し、地域住民
のニーズに対応していくことが求められています。

①行政・諸団体とすすめる子育て支援や減災の取組み
　○生協では、上記の子育て支援や減災等の各テーマにもとづき、行政・諸団体と連携し
た活動を展開しています。（子育て支援に関しては前項の常設型ひろばに関する記述
部分を参照）

　　
　○阪神・淡路大震災の教訓から、全国の生協では地方自治体との「緊急時における物資
供給等の協定」をすすめており、生活道路を知り尽くした宅配事業の配送網を活用し
て、いざというときのライフラインを支える取組みを広げています。29 

　　　・コープこうべ：神戸市社会福祉協議会と兵庫県社会福祉協議会の３者間で、阪神淡路大
震災を契機に生まれたボランタリー活動者・団体同士の連携を普及するとともに、市民
福祉社会形成に向けた機運の高まりを拡げることを目的に、1999年１月に「市民福祉社
会への協働憲章」を締結した。

　　
　○地震や台風などの自然災害の発生に備えた活動がはじまっています。ワークショッ
プ「コープぼうさい塾/わがまち減災Mapシミュレーション」30 は、2007年に行った内
閣府との活動を発展させたもので、ワークショップを共に行う中から、行政や地域の
自治会、学校などと協同した減災の取組みも生まれています。なお、同活動は国連の
「国際防災戦略」31 発行の「民間企業による防災優良事例集2008」にも紹介されました。

　○生協の取組み内容を積極的に行政へ伝えることで、行政との関係を深め、あらたな活
動展開へつながっている例もあります。

　　　・大阪いずみ市民生協やちばコープでは、子育て支援の広場事業をきっかけに、ＣＳＲ
報告書をもって自治体まわりをし、定期的なコミュニケーションをとりはじめている。

29　2009年７月時点で、都道府県単位での協定数は48、市町村単位での協定数は287となっている。
30　減災活動の「コープぼうさい塾／わがまち減災Mapシミュレーション」は、2008年度、全国30生協
130会場で取組まれ、2,300名の参加となっている。なお、減災活動については、医療生協でも、一定規
模以上の病院がある医療生協では消防と合同で大規模災害を想定したトリアージ訓練を定期的に開催し
ている。
31　国連の国際防災戦略（ISDR）は国連総会によって2000年に設立されたプログラムで、自然災害やそ
れに関連する事故災害および環境上の現象から生じた人的、社会的、経済的、環境的損失を減少させる
ための活動にグローバルな枠組みを与えるという目的をもつ。
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コープやまぐちでは、行政懇談会（首長と年一度、地域担当理事が交流）等から山口市
のプレママ（妊婦）支援につながっている。

②福祉分野でネットワークを活用しての組合員ニーズへ対応していく取組み
　○社会福祉協議会と生協の助け合いの会活動がつながり、地域で協働している生協は
43%、社協の各種委員会に入っているのは19%、社会福祉協議会の会員は21%となっ
ています。32 介護保険事業に取組まれている生協は、地域包括支援センターとの協力
関係ができ、地域住民や自治体との信頼関係の構築につながっています。　　

　　　
　○より幅広い相談内容に対応すべく、生協が核になって恒常的に地域の中でネットワー
クを展開しているエリアや、県内の関係団体すべてに呼びかけ、政策提言を中心とし
たグループを結成、活動しているところもあります。

　　　・コープあいち：ＮＰＯ法人「あいちあんきネット」を立ち上げた。支援を求める方にＮ
ＰＯ法人の利用会員になってもらい、その人の希望に応じた人生設計を織り込んだ「く
らしと人権を守る総合支援契約（仮称）」を締結、この総合契約により、各人の希望に応
じて、ホームロイヤー33支援、施設や病院に入る際の身元保証人引受、任意後見制度34や
随時生活支援等を必要に応じて発動できるようにしている。

　　　・介護ネットみやぎ：みやぎ生協の社会保障を考える学習会組織から発展。県下全域によ
びかけ、現在21団体が加盟し、制度要求や介護サービスの質の向上へ向けた活動を展開
している。（巻末補足資料参照）

　
　○地域のＮＰＯ団体等がつくっているネットワークに加盟し、組合員からの問い合わ
せ・要望に対応している生協もはじまっています。

　　　・コープこうべ：福祉系ＮＰＯ団体のネットワーク組織である「ひょうごん福祉ネット」
（サービス提供15団体）に正式会員として加盟している。組合員からの問い合わせに対し、
ネットワークを通じて対応することができ、生活支援の幅が大きく広がった。

32　2008年度11月に行ったアンケート調査、48生協回答結果より。
33　個人や家庭の法律問題の相談相手となる弁護士。
34　まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性認知病等で判断能力が低下する場合に備えて、
信頼できる人（任意後見人）との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をしても
らうのかをあらかじめ契約をしておくという制度。
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③医療生協との双方の強みを活かした「まちづくり」をすすめる取組み
　○地域購買生協と医療生協のそれぞれの強みを活かした「まちづくり」がすすめられて
います。それぞれの組合員組織や購買事業と医療事業のインフラを活用し、地域の見
守り活動や、いざというときには、医療や介護を安心して受けられる体制づくりは、
地域社会のなかで、非常に大きな役割を発揮していくことができます。

　　　・東京都生協連：医療生協､地域購買生協に「福祉のまちづくり」を提起し、杉並区・練馬区・
北区の３箇所をモデル地域と設定。杉並区では、「安心ネットワークづくり」「見守りネッ
トワークづくり」「たまり場づくり」等に今後取組む。大きな施設をつくらなくても、身
近なところに友人や知り合いがいて必要なときに声をかけ、助け合えば自分のまちでく
らせる。「いざというときには医療や介護サービスを安心して受けられる。そのために、
地域購買生協と医療生協が何ができるか」の取組みが始まった。同取組みは、社会福祉
協議会や行政にも働きかけて、地域全体のネットワークですすめていく予定となってい
る。

　　　・生協共立社：医療生協、高齢者生協などとまちづくりをめざしての「庄内まちづくり協
同組合」を設立し、地域住民の立場から制度を捉え、ケア付き協同住宅、小規模多機能
施設、介護予防事業などを総合的に展開している。

④他の協同組合（農協、漁協、森林組合等）と連携してのまちづくりの取組み
　○他の協同組合（農協、漁協、森林組合等）と連携しながらの、まちづくりへの取組み
もはじまっています。

　　　・神奈川県生協連と神奈川県農業協同組合中央会が “思いやりのある街づくり” をめざして、
協同で「かながわふくし活動ＭＡＰ」を作成した。
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Ⅲ）組合員が主人公となった協同のあり方、参加の場づくり

　生協は、生協の21世紀理念として「自立した市民の協同の力で人間らしいくらしの創
造と持続可能な社会の実現」を掲げています。この理念は、世界的な経済の混迷状況に
ある今、さらにその重要性をましています。
　人と人との関係が希薄化し、地域コミュニティの力が弱まった今の時代において、地
域における取り組みやその中で生まれる人と人との関係や協同で、地域コミュニティの
新たな活力を生み出していくことが求められています。

①くらしの助け合い活動のさらなる発展・展開の取組み
　○くらしの助け合い活動は従来型の活動形態に加え、あらたな「生活サポート活動」35

の形態での活動も広がっています。これは寄せられるニーズを全ていったんは受け入
れ、応援できる方を探すという仕組みで、生活の多様なニーズへより広く対応できる
ことをめざしています。従来型のくらしの助け合いの活動とあわせ、多様な形でのく
らしの支えあいが始まっています。

②ワーカーズ・ＮＰＯの立ち上げ支援、ネットワークづくりへの取組み 
　○生協がＮＰＯの立ち上げをサポート・支援し、そのＮＰＯが地域住民・生活者のニー
ズに応えて活動するスタイル、あるいはワーカーズとしての法人を組織し、地域ニー
ズに対応しているところもあります。

　　　・コープこうべ：地域の課題を解決するために、仕事的な視点で非営利の活動を組み立て
ようとしている組合員の仕事おこし、ＮＰＯ化を支援するための部署をもっており、そ
の部署で、立ち上げの相談を受けたり、情報提供やネットワークづくりの支援を行った
りしている。

　　　・みやぎ生協：2007年にＮＰＯ支援方針をかかげ、ＮＰＯに関する学習会の開催や、ＮＰＯ
を立ち上げたい人に対する相談・支援活動（中間支援組織の紹介等）を行っている。

　　　・パルシステム東京：「ＮＰＯサポートセンター」を立ち上げ、1998年にＮＰＯえんに業務
委託を行った。以降、｢ＮＰＯを支援するＮＰＯ｣として、ＮＰＯ活動を支援する取組み
を行っている。

35　会員制はとらず、組合員なら誰でも参加でき、活動する人はサポーターとして登録し、生協が支援を
求めている方につなぐ形となる。登録サポーターが7,600人、年間サポート時間が66,600時間となって
いる（2008年度活動実態調査より）。取組み生協は、とちぎコープ・ちばコープ・コープながの・コー
プぎふ・コープしが・京都生協・生協しまね、等。
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③生協ではできない事業を社会福祉法人設立36で対応していく取組み
　○特別養護老人ホーム等、生協では対応できない事業を行うために、組合員と一緒に
（設立のための組合員募金の取組み等）、社会福祉法人を立ち上げ、幅広い組合員の
ニーズに対応する取組みも行われています。

④助成金や基金等による地域福祉活動を支援する取組み
　○生協では、地域福祉向上のために、福祉ボランティア活動や子育て支援、障がい者支
援などを行っている団体や個人への資金援助や企画への参加、社会福祉法人の設立支
援を行っています。地域の団体を資金的に支援することは、単に助成先に対する資金
援助だけではなく、援助する側にとっても、助成先の活動を通じて地域の課題を深く
知ることにもつながります。

　○ＮＰＯなどの市民事業者を対象に、運転資金、つなぎ資金、設備投資など、事業資金
を提供する取組みもはじまっています。

　　　・生活クラブ生協の構想から生まれた「東京コミュニティパワーバンク」は、市民から出
資を募り、社会的に必要と思われる事業に融資していく仕組みをつくりだしている。

36　生協の資金援助や設立支援により、全国で11の社会福祉法人がある。（社）こ～ぷ福祉会（みやぎ生
協）、（社）ふれあいコープ（とちぎコープ）、（社）生活クラブ（生活クラブ生協・千葉）、（社）ぱる（ドゥ
コープ）、（社）悠遊（生活クラブ生協・東京）、（社）いきいき福祉会・（社）藤雪会（生活クラブ生協・
神奈川）、（社）コープ共生会（新潟総合生協）、（社）協同福祉会（ならコープ）、（社）協同の苑（コー
プこうべ）、（社）グリーンコープ（グリーンコープ）
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Ⅳ）生協としての社会的役割発揮

　組合員のくらしは生協だけでなりたっている訳ではなく､地域全体がよくなっていく
ことで、組合員のくらしの向上が実現します｡事業や活動を展開するなかで得られた
ニーズや意見を、消費者・利用者の立場で国や行政、制度に対して声を上げていきます。

①相談窓口を設置して、組合員・地域住民の困りごとに対応していく取組み
　○地域の専門家・諸団体と連携しながら、組合員へのくらしの相談窓口を設ける事例も
生まれています。

　　　・コープあいち：くらしの中でのさまざまな困りごとに対応する「くらしの相談室」を設け、
相談対応や専門的な相談窓口紹介を行っている。弁護士・税理士・家裁相談員と連携し、無
料相談会（法律相談・税金相談・家庭内トラブル相談）も行っている。

　　　・福井県民生協：消費者問題や食生活・介護・子育て・ライフプランなど、くらしにまつ
わる相談についてのアドバイスや、より詳しく相談にのっていただける機関をご紹介す
る電話相談サービス『くらしの相談ダイヤル』を、（社）ふくい・くらしの研究所と連携
して2005年９月より設けている。

②自分たちの要望を出し合い、ボトムアップで提案・提言を行う取組み
　○身近な生活課題を中心にすえて、自分たち自身で取組むワークショップ「ふくしｄｅ
まちづくり」37活動が行われています。自分の想いを出し合い関心のある事項につい
て調べ、考え、提案・提言を行政などに行っています。

　　　
③消費者トラブルにあわない力を高めていくための取組み
　○消費者トラブルにあわない、あったとしてもうまく対応できる力や情報を読み解く
力、自ら判断する力などの「消費者力」を高めることをめざし、消費者問題に関する
学習活動38や、消費者行政についての情報提供などがすすめられています。

④消費生活審議会へ参加する取組み
　○全国の生協では44都道府県で消費生活審議会へ参加するなど、行政について消費者の
立場から提言し、地域力向上に寄与する役割を果たしています。

37　2006年から取組まれており、生協数は14生協、２県連となっている。医療生協でも組合員が地域の組
合員グループ（支部）単位でカメラを持って地域を歩き、気が付いたことを地図に記載する “まちなみ
マップ” づくりや住民の要求を書き込んだ “夢マップ” づくりをすすめている。
38　2009年度（12月末現在）、全国14生協で26企画が開催され、のべ参加人数は約3,500人。
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⑤障がい者雇用を促進する取組み
　○障がい者の更なる雇用推進に取組む生協が増えてきています。店舗内業務や宅配事業
の配送センター等での雇用促進や能力開発センターと併設した別会社化での雇用や他
団体と共同しての雇用拡大に取組んでいます。

　　　・別会社化の例は、コープこうべ（兵庫県および７市１町と一緒に出資し1986年に阪神友
愛食品株式会社を設立、2008年度の「大阪府ハートフル企業顕彰制度ランプのともしび
大賞」を受賞）、コープさっぽろ（札幌市、北広島市などの地方自治体や、北海道内に本
社を置く主要な金融機関や企業と出資し、「北海道はまなす食品株式会社」を設立、納豆
の製造販売が主要事業）、生協ひろしま（雇用が進んでいない知的障がい者を雇用する会
社として100％出資の子会社「株式会社ハートコープひろしま」を2007年11月に設立、農
産センター内で手作業による農産品の検品や袋詰め作業が主）等がある。

　　　・東都生協：障害者団体のきょうされんとの共同事業として障害者の社会就労センター「リ
サイクル洗びんセンター」を1994年に設立、運営している.

　　　・コープおきなわ：2010年２月、コープこくば店内に、障害福祉サービス事業所「アトリエ
種子」がベーカリー出店した。社会的自立をめざす、精神・知的・身体障がい者の方々
が職員とともに、接客やレジ、パンづくりに奮闘している。行政・各企業・支援団体が
連携し、従来の枠組みを越え、地域に障がい者の働く場を産み出した。

 

⑥貧困・格差問題に対する取組み
　○貧困対策としてのフードバンクの取組みや、多重債務問題に対応するため、生活資金
の貸付やくらしの相談事業に取組む生協が増えてきています。

　　　・信用生活協同組合：岩手県内で20年前から活動を展開しており単なる債務の肩代わりで
はなく、相談業務を重視し、県内市町村・弁護士とも連携して解決策を図ることで効果
をあげている。年間に4,000件の多重債務問題を処理。2010年５月に信用生協が隣接県で
の事業を行うことを可能とする生協法の省令改正が施行され、八戸市でも相談と貸付事
業を行うことになった。

　　　・グリーンコープ生協ふくおか：生活再生相談室では2008年４月から福岡県と共同で多重
債務などを受け、貸付も行っている。グリーンコープの多重債務問題の取組みは、山口・
熊本・大分・長崎にも広がっている。

　　　・一般社団法人　生活サポート基金：生活クラブ生協・パルシステム連合会などにより設
立され、多重債務者や生活困窮者への生活相談事業、生活再生を目的とした貸付事業な
どを行っている。

　　　・コープみやざき:商品の長期未納金者ゼロへの取組みの中で、サラ金取り立てで困ってい
る人への弁護士紹介や生活困窮者への社会的扶助の紹介など、地域のセーフティネット
の役割を実践している。（巻末参考資料参照）

　　　・生協ひろしま、コープおきなわでは、商品管理基準を超えた賞味期限内の商品を、フー
ドバンクに提供する活動に取組んでいる。
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Ⅲ章　先進生協に学ぶ地域福祉活動推進のポイント

１．地域福祉とは

　地域福祉とは何でしょうか。
　地域福祉研究会の論議も手探りのなかではじまりました。そして定義および対象範囲に
ついて一定整理をしたのが以下となります。

＜地域福祉＞
　・地域福祉とは、誰もが安心して人間らしいくらしを続けていくことができる地域づく
りである。

　・地域に住む人たち自身が、それぞれの生活の課題を地域の共通のものとし、援助が必
要な人への継続的な働きかけ（サービス提供）を可能とする仕組みを、当事者（援助
が必要な人）を中核としながらつくりあげるものである。

　・上記仕組みを主体的に担える人材を育成し、あわせて地域社会の中での相互の協力関
係を組織化していく活動である。

＜対象範囲＞
　・地域福祉を考えていく場合の対象範囲も、年齢や障害の有無・属性などで限定するの
ではなく、地域住民全体とし、さまざまなくらしの場面で起こり得る、幅広い生活課
題をその対象とする。39

　上記視点をおさえたうえで、地域福祉研究会では、みやぎ生協（介護ネットみやぎ含
む）・福井県民生協・姫路医療生協・コープこうべ・生協しまねの５つの生協へ視察を行
いました。
　各生協への視察により、地域福祉を推進していくにあたっての重点が明確になりまし
た。
　各生協の具体的な内容は詳細巻末補足資料に掲載していますが、共通項目として４つの
ポイントを取り出すことができました。
　以下、それぞれ具体的にみてみます。

39　「生協の福祉ビジョン」では、「（誰もが）その人らしく安心して生きられる地域づくり」を掲げ、地
域での共助関係を築きながら、共に生き、支えあう社会を実現することが必要と示している。
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２．地域福祉を推進していくための重点

　　■地域福祉推進の重点ポイント①

生協全体で理念が共有化され、トップの強いリーダーシップが存在するこ
と。

　　　※下記のポイント１・２・３は、巻末補足資料での「地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポ
イント！」のポイント番号と連動しているものです。

　　　◇福井県民生協
　　　　◎ポイント１　理念が明確に示され、その理念（ありたい姿）が職員および組合員に位置

づいている。
　　　　◎ポイント２　地域福祉活動を含む事業ネットワークの展開戦略が明確に示され、シナジー

効果が発揮されている。
　　　◇姫路医療生協 
　　　　◎ポイント１　経営の中心に介護事業を位置づけ、介護と医療の連携で姫路市内で介護サー

ビス提供シェアを拡大している。
　　　◇生協しまね
　　　　◎ポイント３　高齢者組合員のくらしの課題＝「福祉的課題」というより「地域やくらし」

から生協を創る全体としての課題としている。

　　■地域福祉推進の重点ポイント②

自主的で、多彩な活動を生み出す組織的な仕組みが生協内にしっかり位置
づけてあること。

　　　◇コープこうべ 
　　　　◎ポイント１　多彩なネットワークの枠組みで全体をフォローしている。
　　　　◎ポイント２　自主的な活動を支える｢コープ活動サポートセンター｣があり、組合員・職

員の学習の風土が根付いている。
　　　◇みやぎ生協 
　　　　◎ポイント１　こ～ぷ委員会の設置・活動が、多彩な活動を生み出すインキュベーター

（孵化器）となっている。
　　　◇生協しまね　
　　　　◎ポイント１　「ねばならない」でなく、やりたい人が創る「おたがいさま」活動を展開

している。
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　　■地域福祉推進の重点ポイント③

地域と組合員のニーズを事業化し、継続的に提供できる仕組みづくりをめ
ざしていること。

　　　◇姫路医療生協 
　　　　◎ポイント３　組合員が介護事業をまちづくりの課題として捉えることで重層的に事業

活動を支えている。
　　　◇みやぎ生協
　　　　◎ポイント２　こ～ぷ福祉会で地域包括支援センターを受託。地域を知り、地域の相談窓

口として機能している。デイサービスでのボランティア活動で、助け合
いの会コーディネーターの役割もある。

　　　◇コープこうべ
　　　　◎ポイント３　店舗内の地域包括支援センターは、利用しやすく、地域の総合的な窓口と

して機能している。

　　■地域福祉推進の重点ポイント④

他団体や行政とのネットワークを大切にしていること。

　　　◇介護ネットみやぎ
　　　　◎ポイント３　県下によびかけ制度要求と質の高い介護サービス実現のネットワークを

構築！　～宮城県下の利用者には、心強い味方となっている。
　　　◇姫路医療生協 
　　　　◎ポイント２　地域の中のポジションを明確にし、行政と連携しながら利用者を拡大し

介護事業で確実に剰余を生み出す経営を行っている。
　　　◇生協しまね 
　　　　◎ポイント２　地域ネットワークづくりにむけた「地域づくり研究会（略称）」を発足さ

せている。
　　　◇福井県民生協
　　　　◎ポイント３　 生協独自の地域福祉活動の実績が評価され、行政からの委託事業に発展し、

さらに多くの住民にサービスを提供できるようになっている。
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Ⅳ章　生協が果たすべき役割

１.　あらためて、生協はなぜ地域福祉に取組むのか

　事業と活動がともにあり、組合員の主体的な参加があることが生協の特徴であり、強み
です。
　「はじめに」でふれたように、生協は、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを
満たすために活動する、組合員の相互扶助組織です。この点において、一般企業が社会貢
献的な意味合いで（＝本業とは別の意味合いで）地域福祉にかかわっていくのとは、生協
の場合は本質的に異なるものと考えます。　　

　嶋田啓一郎40は、以下のように述べています。
「生協法にも示されているように、私たちの活動は供給活動に限定されることなく、その
充実に伴い、人的及び財的に実力が整った程度に応じて、その地域の組合員・職員及び地
域社会の実態に即した福祉・文化の諸活動を進めていくことになります。生協の供給事業
と表裏一体の関係にある、この課題こそが譲ることのできない本質です」（『生協と福祉の
思想』1993年発行:コープ出版）
　
「生協が組合員同士の相互扶助組織であるならば、組合員だけを対象とした活動に限定す
べきである」という意見もあります。従来からある「組合員のための福祉か、地域のため
の福祉か」という議論です。　
　生協の目的は、もちろん組合員のくらしの向上にあります。しかし、組合員は地域でく
らしを営んでおり、地域社会全体がよくならなければ組合員のくらしの向上はありえませ
ん。
　
　生協は、地域の中でくらす組合員とともに、地域に住むそれぞれの人の生活に関心をも
ち、地域のあり方について意見をもち、そして地域の課題を協同の力で解決していくこと
により、組合員の豊かなくらしの実現と生協組織の成長をはかっていくことができるので
す。

　賀川豊彦41は、協同組合に関し次のように述べています。
「現代の協同組合の基本原則の一つはそのサービスをコミュニティ全体へ広げることで
ある。真の協同組合とは、その活動の広がりにおいて、全コミュニティ的なものである」
（『友愛の政治経済学』、2009年発行：日本生協連出版部）

40　しまだ・けいいちろう：1909年12月5日生まれ。人権重視の社会福祉理論をとなえ、灘（なだ）生活
協同組合理事として理論と実践の両面から協同組合の運営にたずさわった。
41　かがわ・とよひこ：1888年7月10日生まれ。大正・昭和期のキリスト教社会運動家、社会改良家。多
方面の活躍をし、生活協同組合運動でも、神戸購買組合の設立や日本生活協同組合同盟（後の日本生協
連）の結成と初代会長への就任等、大変大きな貢献を果たした。
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２．生協が果たすべき役割

（１）生協の総合的なサポート力を発揮できているか
　「生協の福祉ビジョン」では、「（誰もが）その人らしく安心して生きられる地域づくり」
を掲げ、地域での共助関係を築きながら、共に生き、支えあう社会を実現することが必要
であると示しています。

　少子高齢化がすすみ、所得格差が拡大し、「貧困」が広がっています。地域の中の一番
の困りごとは買物の不便さになっています。地域のつながりが希薄になり、孤立が深まっ
ています。自然災害や防犯に対する地域の安全性の急激な低下、高齢者などの消費者被害
の拡大、孤立死や虐待が深刻化しています。
　こうした状況に対し、「生協の福祉ビジョン」の基本視点にある「生協の特色を活かし
た総合的なサポート力の発揮」ができているでしょうか？
　Ⅱ章で各生協の取組み内容を示していますが、事業と活動との連携、あるいは店舗事業
や宅配事業のインフラと組合員組織との連携といった点では、まだまだ生協がもっている
力を活かしきれていないというのが実態です。42 
　たとえば、交通手段がない人へ店舗までの買物バスを運行していますが（Ⅱ章・Ⅰ－①
「商品供給の取組み」）、そのバスに組合員ボランティア（Ⅱ章・Ⅰ－④「組合員による支
えあいの取組み」）が乗り込んで、バスの乗り降りや店舗内での買物の手助けができれば、
バスを使って買物できる人がさらに広がります。
　あるいは、夕食宅配がはじまった地域では（Ⅱ章・Ⅰ－②「食のニーズに事業化で対応」）、
その地域の組合員組織と連携をし、夕食配達時に、該当地域の組合員活動の様子を知らせ
たり、高齢者でも気軽に参加できる活動への呼びかけを行ったりすれば、利用する人の生
活の幅を組合員活動の面からも広げていくことができます。

　上記はほんの一例にすぎません。生協のもつさまざまな力を統合し、その総合力を発揮
することができれば、生協が地域の中でもっと大きな役割を果たしていくことができる
し、それが生協の価値・存在意義を高めていくことにもなります。
　逆にいえば、生協としての役割・存在意義を示すことができなければ、生協の存続自体
が難しいものになるのではないでしょうか。
　「事業は事業、活動は活動」ということではなく、生協の総合力を発揮していくために
は、Ⅲ章で示しているように、理念の共有化とトップの力強いリーダーシップが不可欠と
なります。

42　もちろん、総合的なサポート力を意識し、発揮している生協もある。巻末補足資料を参照。
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（２）「生協の福祉ビジョン」の４つの視点と５つの重点的役割
　生協の果たすべき具体的な役割について、「生協の福祉ビジョン」の４つの枠組みで考
えてみます。

　Ⅰ）生協の特色を活かした総合的なサポート力の発揮
　　①事業（特に商品供給・食の分野）を通じて、組合員・地域住民のくらしをしっかり

支えていく。

　Ⅱ）地域ネットワーク強化による地域福祉づくり
　　②生協が積極的にネットワーク形成に関り、行政・社協・地域諸団体と協力しあえる

場・仕組みを作りあげる。

　Ⅲ）組合員・地域住民が主人公となった新たな協同のあり方、参加の場づくり
　　③地域それぞれの実情にあわせた形で、かつ、組合員・地域住民が自発的に参画し、

学ぶことのできる場を設定し、自己実現可能な機会・場面を提供する。

　Ⅳ）生協としての社会的役割発揮
　　④地域に見える形で日常的な相談窓口機能を設置し、日常の様々な生活課題にネット

ワークを活用し対応する。
　　⑤地域課題へ具体的に取組む中から、国や行政に対し、制度化・施策化のための働き

かけを行う。

　「Ⅰ：総合的なサポート力発揮」は、前項の（１）での到達点（＝まだまだ不十分で、
いろんな場面での事業と活動との連携、あるいは店舗事業や宅配事業のインフラと組合員
組織との連携が必要）をふまえながら、総合的なサポート力を発揮していくための重点と
して、商品供給・食の分野を軸にした展開をあげています。
　組合員がおかれている地域社会の状況をおさえ、組合員ニーズを正しく把握し、生協側
の都合ではなく、組合員のくらしの立場にたっての事業展開が必要になってきています。

　そして、その事業展開にあたり、「Ⅱ：ネットワーク強化」・「Ⅲ：協同・参加の場づく
り」・「Ⅳ：社会的役割発揮」の各項目との連動が不可欠になります。
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Ⅰ）生協の特色を活かした総合的なサポート力の発揮

【重点的役割－①】
○事業（特に商品供給・食の分野）を通じて、組合員・地域住民のくらしをしっ
かり支えていく。

　生協は日常的に事業を展開しています。この事業を通じて、組合員のくらしの困りご
と、ニーズにどう対応していくかが一番重要なポイントとなります。
　・過疎地拡大や都市部での買物難民（買物弱者）増加の中で、店舗や宅配事業での商品
供給そのものが、商品を必要とする人にもれなく対応できているか。

　・日常の組合員とのかかわりの中で、事業を通じた生活の支えとともに、支援を必要と
すべき組合員のサインをキャッチし適切な対応ができているか。

　・高齢化や一人暮し世帯増加の中で、開発商品・取扱商品が組合員の必要性に合ったも
のになっているか。

　・生協の強みである食に関する取組み（食事会、夕食宅配等々）で、地域に住む人々へ
貢献していけることはもっとないか。

　・生協の事業インフラを活用した地域貢献がもっとできないか。

　Ⅰ章でみたように、地域に住む高齢者の今の最大の困りごとは、日常の買物に対する不
便さにあります。各自治体においても、看過できない問題として、たとえば高齢者のみの
世帯が宅配や買物代行サービスを利用する場合に１回100円を助成するといった制度を設
けている自治体もあります。しかし、当初は宅配や買物代行サービスを行っていたが採算
にあわずに撤退していく企業や、補助金が打ち切られると請け負っていた企業の取組みが
終了するといった状況も多くあります。
　地域購買生協は、商品供給事業を展開し、組合員の生活を支えてきました。買物支援の
点でも、高齢者・障がい者・子育て家庭を対象とした手数料割引制度や買物代行、買物バ
スの運行を行ってきました。最近では新たに移動店舗の取組みもはじまっています。
　こうして積み重ねてきた経験やインフラを、今後どう活かしていくことができるか。ど
う地域の組合員・住民の命をつなぎ、くらしを支えていくことができるのか。そのために、
職員・組合員一人ひとりがどんな工夫をし、そしてどのような具体的行動を行っていけば
よいのかを考え、実行していかなければなりません。
　買物難民は地域全体の課題となっています。行政・諸団体とも一緒になって地域社会の
商品流通の基盤整備をどうすすめていくのかの視点も重要です。
　組合員・地域住民にとり、商品の購入が途絶えることは、命にもかかわってきます。事
業（特に商品供給・食の分野）を通じて、組合員・地域住民のくらしを生協としてしっか
り支えていく決意を、ともに持ちたいと思います。
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　事業活動そのものを通じての役割発揮
の場面も多々あります。
　店舗内で、陳列してあるスナックの袋
をあけて突然食べ始めたりする組合員
は、ひょっとしたら認知症のはじまりか
もしれません。生協は組合員の日常生活
を商品の供給を通じて支えています。そ
の日常的なつながりのなかで、支援を必
要とする小さなサインを見逃さず、必要
な応対を行っていくことができれば、地
域のセーフティネットの一翼を担うこと
ができます。
　これは個々の職員レベルで対応できる
ものではありません。全ての職員が同じ
心構えをもち、それぞれの組合員の立場・状況に応じたサービス提供ができ、必要に応じ
て個々の気づいた点の集約と適切な対応を組織全体として行うことが必要です。

　第Ⅰ章で世帯構成の変化をみてみました。生協でも、支所単位でみるとすでに組合員の
半分近くが65歳以上というところもでてきています。開発商品・取扱商品が組合員の必要
性にあったものになっているか、店舗の設備や配達の仕組みは適切か、等の点検・改善が
求められてきています。

　さらに生協の最大の強みである食の取組みで、たとえば第Ⅱ章で示した夕食宅配などの
ように、事業化することで、安定的にサービスを提供し続けていくことも、利用者にとっ
ては大きな安心感につながります。
　食は命の根幹を支えるものです。組合員・地域住民の要望をつかみ、それを事業化し、
継続した形でくらしを支え続けていくことが大切な取組みになってきています。

　生協の事業インフラを活用した事例は、第Ⅱ章で示したように、店舗での相談コーナー
や宅配事業での地域の見守り活動等、多くの生協で取組みがはじまっています。店舗や宅
配事業の配送網、組合員組織や情報発信力は、地域にとり大きな資源です。地域住民や行
政、諸団体と一緒になって考えていくことで、さらに、有効な地域貢献の仕組みや活用方
法が産み出されていきます。
　
　特に、第Ⅱ章でもふれたように、同じ協同組合である医療生協との連携強化は、今後、
介護や医療のケアが必要な人が増えていくなかで大変重要です。
　双方の組合員組織や購買事業と医療事業の特色を活かした見守り活動や地域のなかでの
医療や介護のサービス提供体制づくりは、地域社会のなかで、協同組合としての、大きな
役割を発揮することが可能となります。

◆例えばこんな取組みは…
　日常業務の中からそれぞれの職員の「気づ
き」をもちより、店舗内や支所内で共有化し
ていきます。
　例えば「○○さん、一人ぐらしなのに○○
商品の注文が毎週かなり多い。認知症のはじ
まりでなければよいのだが」等。
　こうした気づきから､生活上の困りごと
を掘り起こし、そしてそれに組織的に各職
員・組合員が対応する取組みを｢心あたたま
る組合員満足度向上（heart full customer 
satisfaction）｣と称して実施してみてはいか
がでしょうか。
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Ⅱ）地域ネットワーク強化による地域福祉づくり

【重点的役割－②】
　○生協が積極的にネットワーク形成に関わり、行政・社協･地域諸団体等と
協力し合える場・仕組みを作りあげる。

　ネットワーク構築により、たとえば、行政と連携しながらの過疎地への宅配事業の展開
や、くらしの助け合い活動において地域ＮＰＯと生活支援ネットワークをつくり、総合的
な対応を行っていくことなどができます。
　この連携活動により、各組織間同士の相互理解が深まり、その関係性の強さが地域の
セーフティネットの強さとなっていきます。

　地域の中での課題の解決にあたっては、地域住民が主体的にかかわっていくべきもので
す。
　しかし地域住民の関与だけで解決できるものではありません。生協やＮＰＯ等のように
広いエリアで目的別に活動している組織の気づき・行動が組み合わさっていくことで、よ
り豊かで効果的な活動が生み出されます。
　たとえば、地域に認知症の初期で徘徊がはじまった一人くらしの高齢者がいたとしま
す。「あの人の行動、少しおかしい」と気づき、民生委員に知らせ、親戚・縁者に連絡を
する。これは地域住民の気づきであり、行動です。
　この情報が、生協や社協で構成されている地区の福祉ネットワークにも入ったとしま
す。町内会とその地域に配達している職員やコンビニの店員、新聞配達のアルバイト等と
情報を共有化し、可能な部分での見守りの情報ネットワークを組む。社協は、町内会に働
きかけ、認知症サポーター養成講座を開く。さらには地域包括支援センターや行政に働き
かけ、一人くらしの認知症の方に対する見守りの仕組みを施策化する。
　このように、地縁組織・生協・ＮＰＯ・社協・行政・地域事業者等がネットワークの中
で役割・特徴を発揮することで、個々の組織だけでは生み出せない成果が生まれてきます。
各組織の力量の総和（足し算）ではなく、相乗効果（掛け算）をめざすことがネットワー
ク形成の目的となります。
　
　生協の、たとえば共同購入の班は「地縁型組織」です。一方、環境活動のように、活動
地域を広くとりテーマをもって展開する「テーマ型組織」でもあります。
　職員の日常の業務のなかで、あるいは組合員組織を通じて、地域の課題の把握・対応が
生協には求められるとともに、テーマ型組織としての社会的役割発揮が重要です。
　同時に、両面の要素をもつ生協だからこそ、地域の中でのネットワークづくりで積極的
な役割を担っていくことが可能であるし、地域社会から、そして他団体からも、そうした
役割発揮が強く求められています。
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Ⅲ）組合員・地域住民が主人公となった新たな協同のあり方、参加の場づくり

【重点的役割－③】
　○地域それぞれの実情にあわせた形で、かつ、組合員・地域住民が自発的に
参画し、学ぶことのできる場を設定し、自己実現可能な機会・場面を提供
する。

　組合員は単なるサービスの利用者ではありません。生協組織の主体者であり、自らが地
域課題への対応者となりうる潜在的な力を秘めています。　
　たとえば、くらしの助け合い活動があります。コープこうべではじまった、高齢者を対
象とする家事援助活動は、またたく間に全国にひろがりました。助け合い活動自体が広
がったと同時に、高齢者の家庭に入ることで新たなニーズもわかり、そこから食事会・配
食活動、ふれあいサロン活動が生み出されてきました。現在でもしっかり地域に根をはっ
た活動となっており、さらに幅広い必要性に対応する生活サポート型の活動も生み出され
ています。
　　
　Ⅲ章で、「自主的で、多彩な活動を生み出す組織的な仕組みが生協内にしっかり位置づ
けてあること」が地域福祉活動推進の重点ポイントの一つであると述べました。
　各活動は、組合員が主体的に関っていくものですが、それを生み出していくためには組
合員自身が学び・気づいていくことが重要であり、そのためには、生協としてしっかりと
した組織的な仕組みと継続的なサポート体制をつくり、組合員の活動拠点を具体的に設定
していく必要があります。
　その場合、日常生活圏域の単位を意識した配置が必要です。地域福祉の活動の多くは、
町内会・学区単位で、行政施策は市町村単位で行われます。地域諸団体や福祉資源との
ネットワークを視野に入れての拠点配置が重要になってきます。　　

　既存の組合員組織や事業、活動を地域福祉の視点からとらえなおし、組合員・地域住民
が積極的に参画できる場にできないかの検討も重要です。
　生協は、従来から、商品供給を軸にしてのコミュニケーションの場をつくってきまし
た。たとえば、共同購入の班での商品仕分け時はコミュニケーションの場であり、商品を
互いに預かったりする助け合いの場でした。
　商品の試食会や商品開発時の会合では、いろんなくらしの話が広がっていきました。
　こうしたコミュニケーションの場は、孤立がすすむ現在では、あらためて大きな意味を
もつようになっています。
　たとえば、個配の時に、利用者とのコミュニケーションをもっととる方法はないでしょ
うか。あるいは、最近はじまった移動店舗のまわりで、もっと地域の人をも巻き込んだ交
流の場をもつことはできないでしょうか。
　生協の強み・特色である人と人との交流の場づくりを、さらに積極的に推進していく必
要があります。
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Ⅳ）生協としての社会的役割発揮

【重点的役割－④】
　○地域に見える形で日常的な相談窓口機能を設置し、日常のさまざまな生活
課題に、ネットワークを活用し対応する。

　地域購買生協の加入世帯率は全国平均で34.2％（2008年度）と、地域住民の３分の１が
加入するという状況になっています。この組合員組織を核にして、あるいは相談窓口を設
置して、地域情報の集約や生協からの情報発信（例えば消費者被害にあわないようにする
ための注意喚起など）、地域諸団体・行政と一緒になった対応が、生協の役割として求め
られています。

　第Ⅰ章でみたように、地域の中での人々の孤立
が進む中で、消費者トラブルが増加しており、特
に高齢者を対象にしたものが巧妙かつ悪質化して
います。
　事業・活動を通じた生協全体での消費者被害防
止の情報発信、特に一人ぐらし高齢者への個別注
意喚起等の対応の仕組みをつくることが求められ
ています。

　相談窓口では、制度に関するもの、そうでない
もの等、いろんな相談を受付けることのできる人
の配置が必要になってきます。 43

　行政との連携で、地域包括支援センターや、そのブランチ（窓口）機能を生協の店舗内
等に設置することも、地域住民にとり、とても有意義なものになります。 44

　相談機能という点では、例えば「子育て広場」などでも、母親の悩みを受け止め適切な
アドバイスを行っています。

　また、単に情報を受付けるだけでなく、日々地域で活動している組合員や職員からの地
域の情報も集めることが重要になっていきます。それら情報を集約・分析し、生協として、
あるいは地域全体としての対応の必要性を判断します。
　そして自生協で解決できる課題は自ら対応する。地域全体での課題は、行政・地域諸団
体とのネットワークの中で、解決策の検討と対応が求められます。

◆相談担当者には…
　相談担当者を誰にするかもポイント
になります。もちろん、生協内部で育
成計画を組むことも必要ですが、生協
組織全体をみてみると、例えば、くら
しの助け合いの会の元コーディネー
ターの方とか、元組合員理事の方とか、
あるいは定年退職した職員の方、等、
十分な経験と知識を蓄えた方も多くい
ます。こうした方々に協力いただくこ
とも、生協の総合力といえます。

43　相談窓口機能の設置にあたっては、はじめから全ての店舗や宅配事業の支所に人員を配置することは
難しい。生協内に、相談を受付ける担当（部署）をつくり、店舗にある組合員対応コーナーや電話受付
で対応している人が、相談を受付けたときにその担当（部署）へつないでいく仕組みをつくるという組
立て方もある。
44　コープこうべ、みやぎ生協は店舗内に地域包括支援センターを設置している。
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【重点的役割－⑤】
　○地域課題へ具体的に取組むなかから、必要に応じて、国や行政に対し、制
度化・施策化のための働きかけを行う。

　「重点的役割－②」の項で、近所の高齢者をみて「あの人の行動、少しおかしい」と気
づき、民生委員等に知らせる行動を例として示しました。
　こうした気づきの度合いは、地域住民の知識の深さ（例えば認知症に関する知識等）に
比例し、豊かな知識と相手への思いやり（共感）があれば、より適切な行動をとることが
できます。そのためにも、町内会・自治会単位での日常的な交流や学習の積み重ねが大切
になります。

　第Ⅲ章で、地域福祉の２番目のポイントとして、「地
域に住む人たち自身が、それぞれの生活の課題を地域
の共通のものとすること」と述べました。
　そのためには、自らのくらしの課題を出し合い、
個々の課題に共通する状況・要因を把握し、地域全体
の課題とし、必要な場合は、地方自治体に働きかけ、
対応策を組んでいく必要があります。
　こうした地域住民自身からのボトムアップによる行
政等への働きかけは大変重要であり、そのための手段
として地域単位でのワークショップや組合員集会など
の取組みを、生協として働きかけ、実施していくこと
が求められています。
　
　さらに、生協は事業・活動にさまざまな分野で取組んでいます。こうした実際の活動の
中で得た知識や気づきと、地域住民自身の気づきを集約・分析し、具体的な対応行動を地
縁レベル～国レベルの各レベルで連携させながら行うことが重要です。
　あわせて、取組みの中から必要に応じ施策化・制度化のための働きかけを、国や行政に
行っていくことが必要となります。

　こうした地域福祉への取組みを進めていくことが、生協の21世紀理念である「自立した
市民の力で、人間らしいくらしの創造と、持続可能な社会」を実現していくものと考えま
す。

◆ふくし de まちづくり
　地域の中で、住民・行政が一緒
になって地域福祉を考えるワーク
ショップは多数ありますが、日本
生協連の「ふくし de まちづくり」
もその一つです。自分たちの願い
をベースに、10 年先のあるべき
姿を具体的に描き、自分ができる
こと、生協（あるいは町内会等）
ができること、行政ができること
を、考え、そして実行にうつして
いくプログラムです。
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３．人づくりと計画づくりが役割発揮の前提条件

（１）人づくりが全ての基本
　生協の果たしていくべき役割として前項で５つにまとめました。しかし、その任務を担
うことができる人材がいなければ何事もはじまりません。
　人材育成というとスキル習得に向かいがちですが、地域福祉の観点からみると、まずは
「気づく力」を身につけることが重要です。
　相手がどういう状態にあるのかに気づく。何をしてほしいのかに気づく。そうした中か
ら、相手の立場・気持ちに寄り添い、必要に応じた行動なり、役割なりを果たしていくこ
とが必要です。
　そのためには、日常業務・活動の中でのそれぞれの職員・組合員の「気づき」を持ち寄
る場があり、店舗内や支所内、あるいは地域ごとの組合員組織で共有化していける仕組み
づくりが必要です。
　そして、地域福祉を推進していくために、たとえば認知症に関する知識や対応技術を身
につけたり、地域社会のおかれている現状を学んだりすることで、あらたな気づきが生ま
れ、行動の質があがっていきます。
　こうした人づくりが土台にあってこそ、前項の生協が果たすべき役割の①～⑤を具体的
な実践に移していくことができます。
　特に、重点的役割②の「ネットワーク構築での積極的役割発揮」においては、核となる
人材の養成が欠かせません。地域情報の収集、地域課題の発見、必要な情報の発信と他団
体へのつなぎ等を身につけていくための教育が必要となってきます。
　組織と組織とのネットワークとはいっても、結局はその組織の中の人と人との関係づく
りです。生協として、中長期的な視点での人材育成と組織内配置が、豊かなネットワーク
づくりには不可欠です。

（２）全ての生協で理念にもとづく計画づくりを
　福祉に関する中期的な計画をつくる生協が増えてきています。
　地域社会の中での、生協の役割をさらに一歩推し進めていくためには、生協組織全体で
の計画づくりが欠かせません。
　すでに計画をつくられている生協はその計画内容の進捗状況の確認を、まだ計画がない
生協は、トップを先頭に、職員・組合員それぞれが主体的に参画しながら計画をつくりあ
げていくことが必要です。
　そのためには、生協理念をあらためて組合員・職員全員が確認することが重要です。組
織創立の理念・アイデンティティを忘れた組織は必ず崩れていきます。生協理念を知る共
通のブックレット等をつくり、組織全体で学ぶことが大切です。
　自らの生協の理念を今一度生協全体で共有し、地域組合員・住民の生活上の課題をしっ
かりみすえ、数年後の到達イメージを明確に描きつつ、具体的な行動計画が示されていて
こそ、生協組合員・職員の力がそこから生み出され、それら実践の積み重ねにより、住み
良い社会の実現へ近づいていきます。
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おわりに　　　　　～新たな一歩をふみだすために（地域福祉研究会からのよびかけ）

　今回の地域福祉研究会では、きわめて率直に意見交換を行いました。
　以下、３つの項目内の「　」の意見は研究会にて各委員からだされたものです。

○組合員のニーズ変化に対応し、事業を中心にすえて展開していく

「生協は、組合員の経済的・社会的・文化的な要求を事業を通じて実現していく組織。組
合員ニーズが環境変化の中でかわってきた。そのニーズの変化に生協は対応できている
のか」

　Ⅰ章で、地域社会の少子高齢化・所得格差の現状をおさえ、地域コミュニティの力が弱
まってくる中で、深まる孤立と地域の課題についてみてきました。
　特に、地域住民にとり最大の困りごとが「買物のしにくさ」であること、食を中心にし
た供給活動を本業としてきた地域購買生協にとり、この課題にどう取組むのかが非常に重
要になってきていることを確認しました。
　こうした「買物のしにくさ」への対応をはじめとし、さまざまな地域住民のくらしの課
題への対応においては、事業を中心にすえての展開が最も重要だということを、あらため
ておさえておきます。

○事業・活動をくらしへの貢献の観点で見直し、総合的なサポート力を発揮する

「生協の多くは、事業は事業、活動は活動。総合力が発揮できていない」
「助け合い活動と介護事業がうまく繋がらず、購買事業もリンクしてこなかった」
「人口が減っていく中で、パイが縮小し、事業は大変になる。生協は新しい役割を果たせ
ないと、次がない」

　Ⅳ章で、「生協の特色を活かした総合的なサポート力の発揮」の点はまだまだ不十分な
こと、生協が総合力を発揮し地域の中で役割を果たしていくことができれば生協の存在意
義を高めていくことにもなること、逆に役割を果たすことができなければ存続自体が難し
いものになること、そして、総合力発揮のためには「理念の共有化とトップの力強いリー
ダーシップが不可欠」とおさえました。

　生協は、組合員の力をはじめとし、まだまだ潜在的な能力があると考えます。
　商品部・事業部・組合員活動部…、さまざまな部署がそれぞれ事業・活動を展開してい
ますが、いったん、それらの部署の機能・役割を、組合員のくらしへの貢献という観点で
横断的に整理してみる。あるいは、生協の事業・活動に対し、地域の組合員や職員が意見
を出し、そして力を発揮できるような組織運営にする。環境が変化し、組合員ニーズがか
わってくるなかで、総合的なサポート力を発揮していくためには、従来のやり方・発想を
見直し、自己変革を行っていくことが必要ではないでしょうか。
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○各地域の点での取組みを、面での展開へひろげていく

「地域福祉へ取組む意義はどの生協でもわかっている。しかし、実際には、その取組みを
充分な広がりをもってすすめている生協は少ない」

　Ⅱ章で、各地の取組み状況をみてみました。いろんな分野で、組合員のくらしと真摯に
向き合い、協同の力で課題解決に向き合っている実践事例は多数あります。それぞれの活
動に取組む組合員や職員は一生懸命がんばっており、多くの分野で地域社会への貢献がな
されてきました。
　そして今、くらしの困難さがさらにその深刻さを増してきているなかで、社会的にも大
きな存在になってきた生協にとり、地域社会で果たすべき役割・責任は、一段と大きなも
のになってきています。
　こうした役割・責任を果たしていくためには、現在、各地域で、各生協で取組まれてい
る点での活動を、相互の学びあいや実践交流を通じてさらに展開させ、地域の中で面の広
がり45にしていくことが求められています。　

　そのために、――

　生協は、人づくりと理念にもとづく計画づくりに着手する。

　生協の組合員・職員は、第Ⅳ章の重点的役割を中心に、自分の仕事・活動のかかわりの
中から、できること、やりたいこと、やらなければならないことを考え、実行する。

　実行したことを、地域の中でもちより、生協内でもちより、そして、全国でもちよる。

　全国で、生協内で、地域内で、それぞれの地域の経験・ノウハウ・想いを共有化するこ
とで、あらたな発見・役割がみつかる。

　その発見・役割を、それぞれがもちかえり、ふたたび実践に取組む。……

　確かに、私たちのくらしの困難さは厳しさをましています。
　けれど同時に、この困難さを克服できる力が生協にはあると私たちは信じます。

　「誰もが安心して暮らせる地域づくり」のために、新たな一歩を、ともにふみだしましょ
う。

45　ここでいう「広がり」とは、個々の取組みや携わる人々、各組織が連携・協力しあうことによって相
乗効果が生み出され、互いの支えあいの仕組み・行動が地域の中で広くいきわたっていくことを意味し
ている。
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□□□■第Ⅱ部■□□□

【研究会報告を受けて】
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研究会報告を受けて～日本生協連が行うこと
　今回の地域福祉研究会報告を受け、2010年度下期から、日本生協連として下記Ａ～Ｃを
重点として、取組みます。

○下記に取組む前提として
　・本研究会報告書を全国の会員生協、および関係組織・諸団体に届け、報告会等を通じ
て内容の共有化をはかります。（2010年下期）

Ａ．「全国生協地域福祉交流会（仮称）」の開催（2011年3月開催予定）
　・各生協の地域福祉に関する取組み事例（事業を軸にした取組み含む）を、ワーカーズ
やNPO、ボランティアなども含め、広く経験交流・共有化する場をもち、対外的・対
内的に、生協の取組み内容の「見える化」をはかっていきます。そして、下記サイク
ルを生み出し、生協全体の地域福祉への取組みを推進していきます。

　　　　　※「先進事例からの学び・気づき」⇒「自生協で計画化」⇒「地域で実践」⇒
「経験・取組みの交流」⇒「各生協事例からの学び・気づき」等を繰返す。

Ｂ．モデル事業実施と成果内容の全国的展開
　・会員生協と協同で地域福祉のモデル事業に取組み、その成果を全国に普及していきま
す。具体的には以下の２種類で推進していきます。

　　　（１）会員生協との共同事業としてのモデル事業実施（検討中）
　　　　　※地域福祉課題へのモデル的な取組みを、会員生協と共同で取組み、その結果

内容を水平展開していく。2011年度からの実施を目指し、テーマ・組立て等
の詳細を今後検討し、確定していく。

　　　（２）「地域の新たな支えあい基金」モデル事業実施（2010年度下期～）
　　　　　※中央共同募金会が実施する標記事業に日本生協連も幹事団体として参加。下

記内容につき他団体と協力して推進を図っていく。
　　　　　　　＜モデル事業の内容＞
　　　　　　　　・生活のしづらさを抱える人々のニーズをもれなく発見し、必要な支援

につなげるために、地域のさまざまな人あるいは組織・団体による新
しい協働の仕組みづくり（＝地域の課題発見、見守り、支援の仕組み
づくり）を行う。

Ｃ．各地域でのネットワークづくり・人材育成支援
　・全国組織（全国社会福祉協議会・さわやか福祉財団・全国農業協同組合中央会等）と
の連携をすすめながら、各地域でのネットワークづくりの支援や人材育成事業（全国
社会福祉協議会主催の「地域支援・生活支援サービス推進研修会」の活用や元組合員
理事や元助け合いコーディネーターの潜在能力を活かすための研修等）を積極的に推
進していきます。
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□□□■第Ⅲ部■□□□

【補足資料】－①

■先進生協に学ぶ地域福祉活動のポイント
　　※地域福祉研究会では、先進生協への視察を行い、地域福祉の視点から

学ぶべき点を３つにまとめました。

　　　　　　○みやぎ生協（介護ネットみやぎ含む）

　　　　　　○福井県民生協

　　　　　　○コープこうべ

　　　　　　○姫路医療生協

　　　　　　○生協しまね
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補足資料：先進生協に学ぶ地域福祉活動のポイント

みやぎ生協
＆

介護ネット
みやぎ

◎ポイント１（みやぎ生協）
こ～ぷ委員会の設置・活動が、多彩な活動を生み出すインキュベーター
（孵化器）となっている。

◎ポイント２（みやぎ生協）
こ～ぷ福祉会で地域包括支援センターを受託。地域を知り、地域の相談
窓口として機能している。デイサービスでのボランティア活動で、助け
合いの会コーディネーターの役割もある。
◎ポイント３（介護ネットみやぎ）
県下によびかけ制度要求と質の高い介護サービス実現のネットワークを
構築！　～宮城県下の利用者には、心強い味方となっている。

福井県民生協

◎ポイント1
理念が明確に示され、その理念（ありたい姿）が職員および組合員に位
置づいている。

◎ポイント２
地域福祉活動を含む事業ネットワークの戦略展開が明確に示され、シナ
ジー効果が発揮されている。

◎ポイント３
生協独自の地域福祉活動の実績が評価され、行政からの委託事業に発展
し、さらに多くの住民にサービスを提供できるようになっている。

コープこうべ

◎ポイント1
多彩なネットワークの枠組みで全体をフォローしている。

◎ポイント２
自主的な活動を支える｢コープ活動サポートセンター｣があり、組合員・
職員の学習の風土が根付いている。

◎ポイント３
店舗内の地域包括支援センターは、利用者しやすく、地域の総合的な窓
口として機能している。

姫路医療生協

◎ポイント1
経営の中心に介護事業を位置づけ、介護と医療の連携で姫路市内での介
護サービス提供シェアを拡大している。

◎ポイント２
地域の中のポジションを明確にし、行政と連携しながら利用者を拡大し
介護事業で確実に剰余を生み出す経営を行っている。
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◎ポイント３
組合員が介護事業をまちづくりの課題として捉えることで重層的に事業
活動を支えている。

生協しまね

◎ポイント1
「ねばならない」でなく、やりたい人が創る「おたがいさま」活動を展
開している。

◎ポイント２
地域ネットワークづくりにむけた「地域づくり研究会（略称）」を発足
させている。

◎ポイント３
高齢者組合員のくらしの課題＝「福祉的課題」というより「地域やくら
し」から生協を創る全体としての課題としている。
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みやぎ生協＆介護ネットみやぎ

地域福祉の視点から学ぶ３つのポイント！

◎ポイント１（みやぎ生協）

こ～ぷ委員会の設置・活動が、多彩な活動を生み出すインキュベーター（孵化器）と

なっている。

◎ポイント２（みやぎ生協）

こ～ぷ福祉会で地域包括支援センターを受託。地域を知り、地域の相談窓口として機

能している。デイサービスでのボランティア活動で、助け合いの会コーディネーター

の役割もある。

◎ポイント３（介護ネットみやぎ）

県下によびかけ制度要求と質の高い介護サービス実現のネットワークを構築！

～宮城県下の利用者には、心強い味方となっている。

みやぎ生協

介護ネットみやぎ

事業に関する数値（08年度実績）
科目 事業高

会費収入 1,364（千円）
事業収入 14,451（千円）
雑収入 159（千円）
総計 15,974（千円）
　※事業収入＝「情報の公表」に関する調査事業の収入
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◎ポイント１
　こ～ぷ委員会の設置・活動が、多彩な活動を生み出すインキュベーター（孵化器）となっ
ている。

　みやぎ生協のメンバー（組合員）活動の中核を担っているのが、こ～ぷ委員会です。宮
城県下を概ね小学校区単位で区切り、357委員会（こ～ぷ委員3093名）となっています。
年10回の委員会開催、年２回のこ～ぷのつどいの開催等を行っており、委員会の活動は生
協からの提案に基づいて討議や学習を行う部分と、委員会として自主的に行う部分があり
ます。（2009年３月21日時点）
　委員会には、理事長・副理事長を除く全職員がそれぞれの受け持ち委員会を決めて対応
しており、委員会活動のサポートにあたっています。
　そして３～10のこ～ぷ委員会で「エリア」を形成し、同エリア内の自主的なグループ・
サークル活動のコーディネーターと一緒になりながら、エリアリーダーを中心に、各エリ
アで独自の子育て応援や福祉活動などの活動が展開されています。（エリアは店舗の商圏
を中心に区分けされており、県下64エリアとなっています。）
　みやぎ生協では、地域福祉づくりのために、大勢のメンバー（組合員）がボランティア
としてくらしの協同を発展させ、生きがいのある自己実現をすすめていく運動（「福祉ネッ
トワーク１

おおぜいの

万人運動」）を展開していましたが、当初目的の参加メンバー（組合員）数が
すでに１万人を超えたため、「福祉ネットワークみんなの運動」（注）とレベルアップをし、
2010年度では参加４万人をめざす運動となっています。
　　（注）「福祉ネットワークみんなの運動」の具体的な内容は、「こ～ぷくらしの助け合い活動」・「こ

～ぷふれあい便（買物代行サービス）」・「子育て広場開催」・「NPO支援」等。

◎ポイント２
　こ～ぷ福祉会で地域包括支援センターを受託。地域を知り、地域の相談窓口として機能
している。デイサービスでのボランティア活動で、助け合いの会コーディネーターの役
割もある。

　みやぎ生協では、生協の福祉の理念を介護保険事業で実践するために、1999年に社会福
祉法人「こーぷ福祉会」を設立し、現在では、居宅系のサービスを中心にした４つの事業
所を展開しています。
　その中の一つ、「こ～ぷのお家　桜ヶ丘」では、仙台市からの委託事業で、地域包括支
援センターを開設しています。桜ヶ丘中学校区を担当区域として、高齢者が地域で安心し
て生活できるように、町内会単位での介護予防教室や保健・福祉・医療全般に関する相談
への対応、権利擁護の活動などを行っています。また、担当圏域ケア会議のテーマを「高
齢者虐待構築ネットワーク」とし、民児協連絡会と合同開催をして高齢者虐待について関
心を高め、日常の見守り・声がけ・支援などが有機的に行われるような地域づくりを目指
しています。
　地域包括支援センターには、地域住民から様々な依頼が寄せられ、それらの依頼内容か
ら、該当地域の抱えている課題・問題点が鮮明になります。そうした地域の課題に対して、
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生協の総合力でどのように対応していくかの視点もこれから重要になっていきます。
　また、こーぷ福祉会の特徴の一つとして大勢のボランティアがかかわっている点もあげ
られます。そしてこうしたボランティアと施設のマッチングなどを行っているのがくらし
の助け合いの会のコーディネーターの経験をもつ方々です。助け合い活動のコーディネー
ター経験は、地域の社会資源として大きなものがあります。
　
◎ポイント３
　県下によびかけ制度要求と質の高い介護サービス実現のネットワークを構築！～宮城県
下の利用者には、心強い味方となっている。

　みやぎ生協で社会保障に関する学習を行っていたメンバーが、介護保険制度が始まると
きに、自分たちの求める制度を実現していくためには、生協単体では力が弱いと判断し、
宮城県下で介護保険制度に関連すると思われるNPO・社会福祉法人・社会福祉協議会等、
全てに声がけを行い、趣旨に賛同した各団体とのネットワーク組織「介護サービス非営利
団体ネットワークみやぎ」（略称：介護ネットみやぎ）を1999年に立ち上げました。2005
年にはNPO法人となり、介護ネットみやぎの構成は、設立当初15法人から、現在は21法人
150事業所までに広がっています。
　介護ネットみやぎは、制度充実の社会的活動と質の高い介護サービス提供を支援する事
業に取り組んできました。
　制度充実に関しては、設立当初より国へ対する要望書等をあげており、「介護保険制度
政策立案チーム」を中心に、介護保険制度をよりよくする活動を進めています。
　質の高い介護サービス提供の点では、研修実施に加え、ホームヘルプサービス満足度調
査（2001年度）、居宅介護支援サービス評価（2002年度）、宮城県のモデル評価事業受託
（2003年度～2005年度）し、評価調査員の人材育成とノウハウの蓄積を図り、「情報の公表」
調査事業を展開しています。
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福井県民生協

※詳細は補足資料②－２参照

地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！

◎ポイント1

　理念が明確に示され、その理念（ありたい姿）が職員および組合員に位置づいている。

◎ポイント２

　事業ネットワークの戦略展開が明確に示され、シナジー効果が発揮されている。

◎ポイント３：

　生協独自の地域福祉活動の実績が評価され、行政からの委託事業に発展し、さらに多

くの住民にサービスを提供できるようになっている。

【福井県の特徴】
　福井県の女性就業率は全国１位の51.6％であり、子育て支援に積極的な施策を実施して
いる。

福井県民生協の概要（08年度）
事業内容 施設状況（09年10月末）
①商品供給事業 本部センター　　　：１箇所
（無店舗･店舗･移動店舗） 無店舗配送センター：４箇所
②高齢者介護事業 店舗　　　　　　　：６箇所
③子育て支援事業 高齢者施設　　　　：７箇所
④共済事業 子育て支援施設　　：５箇所

－58－ －59－



◎ポイント１
　理念が明確に示されその理念（ありたい姿）が職員および組合員に位置づいている。

　「組合員の満足と地域社会のために『食と福祉と助け合い』の事業と活動のネットワー
クによるシナジー効果を発揮し健康長寿で安全･安心な福井づくりに、組合員と職員の協
同の力で高い志を持って挑戦しつづける。」という理念（ありたい姿）が職員･組合員に位
置づいている。
　生協の事業と活動を進めるにあたり、より高い組合員の満足度向上や地域社会へのお役
立ちを実現するために、2001年度から｢経営品質活動｣をスタートさせた。

例：2007年度「日本経営品質賞」を受賞し、社会的にも評価されている。（注）
（注）受賞理由：理念に基づく経営の浸透、傾聴の姿勢の徹底、組織全体で考える風土に基づく創発、

組合員を巻き込んだ迅速な活動

◎ポイント２
　地域福祉活動を含む事業ネットワークの戦略展開が明確に示され、シナジー効果が発揮
されている。

　福祉の取り組みが独自にあるのではなく、「食分野」｢福祉分野｣「助け合い分野」にお
ける生協の取り組みそのものの中に、福祉の視点が貫かれており、その戦略として事業
ネットワークが位置づけられている。
　無店舗組織率30％を基盤に店舗事業の展開による併用利用による食の貢献、さらに供給
事業で培った組合員との信頼関係をベースにさまざまな高齢者自立支援活動との連携で生
涯組合員価値を追及している。

例：各店舗に子育て支援事業（施設）を展開することで、子育て層が店舗利用に繋がって
いるだけでなく、若年者層の生協への加入窓口としての機能を持ち、次世代組合員づくり
に繋がる。
　第８次中期計画（2010～2014）では、３分野ごとにおける事業ネットワークの推進が明
記されている。
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◎ポイント３
　生協独自の地域福祉活動の実績が評価され、行政からの委託事業に発展し、さらに多く
の住民にサービスを提供できるようになっている。

　食の安全安心だけでなく組合員のくらしをトータルにサポートすることで、組合員への
お役立ち度を更に高めることが県民生協の使命として、福祉事業は組合員と、地域に対す
るくらし（生活）をサポートする役割を担っている。
　組合員・地域のニーズを事業化し、生協の経営ノウハウによって経常剰余黒字を目指し
ている。
　事業ネットワークによるトータルな事業戦略の構築と、さらにくらしの助け合いの会、
関連会社によるサービスとの融合をはかり、両事業とも『安心を提供する』ことを焦点化
している。
　こうした生協の活動が評価され、行政からの委託事業に発展し、さらに多くの住民に
サービスを提供できるようになった。

例：移動店舗の展開、高齢者介護事業の展開
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コープこうべ

地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！

◎ポイント1

　多彩なネットワークの枠組みで全体をフォローしている。

◎ポイント２

自主的な活動を支える｢コープ活動サポートセンター｣があり、組合員・職員の学習の

風土が根付いている。

◎ポイント３：

店舗内の地域包括支援センターは、利用者しやすく、地域の総合的な窓口として機能

している。

【コープこうべの概要】（2009.12末現在）
組合員数 １，４０５，８６９人 職員数（出向者含む）
出資金 ４３２．６億円 正職員数 ２，９１０人
組織率 ６１．６％ 男2,156人、

個人宅配･協同購入･店舗ふれんず 女754人
　　個人宅配訪問件数 １５８，５６７件 契約職員 ４７２人
　　協同購入グループ数 ６３，３３０グループ 男276人

（214,533軒） 女151人
　　店舗ふれんず数 １１，３７８ふれんず 時間給者 ７，０２７人

（77,368人） 男1,046人
供給高（2009年度予算） ２６４３．７億円 女6,981人
組合員一人当り利用高 １５，２７４円 １１，３６４人
組合員一人当り出資金 ３０，７７２円 男3,478人
出資金３万円以上構成比 １９．１％ 女7,886人

事業所数
本部１／地区本部６
店舗 １４６ シーア１、コープディズ４、コープ86、コープミニ53、コープリビング１、スポーツコースト１
協同購入センター　１９ ひまわりセンター２ 商品センター１、他
※組織率６５％、食品のシェアー２０％超（北区）
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◎ポイント1
　多彩なネットワークの枠組みで全体をフォローしている。

　コープこうべは、３つの枠組みで全体をフォローしている。①エリア全体、行政区ごと
のネットワーク、②個別の団体に理事参加･会員参加という形のネットワーク、③組合員
によるＮＰＯ法人や任意団体とのネットワークである。
　行政とは｢緊急物資協定｣を締結し、兵庫県全県に広がっている。社会福祉協議会とは、
1999年に兵庫県社会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会と｢市民福祉社会への協働憲章｣を
調印し、年２回トップによる会合を開催している。また、近年は行政とのレジ袋削減の
「マイバッグ協定」を締結し、持参率は90％を超えている。
　社会的貢献事業として、1991年から「コープこうべ虹の賞」（開始時は｢生活文化･福祉
賞｣）として、組合員に限らずさまざまな市民活動の推進を支援し、毎年100件、個人団体
に賞状、賞金を贈呈している。他、財団法人、ＰＨＤ協会、ＮＰＯ法人海外災害援助市民
センター（ＣＯＤＥ）、神戸ＹＭＣＡ、ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（ＬＥＡＦ）、
ユニセフ兵庫県支部、コープともしびボランティア振興財団とのネットワークを形成して
いる。
　個別クループとのネットワークは、2007年度よりコープこうべ内に窓口を開き支援を開
始している。現在14グループが登録し、活動している。生協では取り組んでいなかった活
動（ひきこもり･不登校の親と子の会、障がい児を持つ親の会、コミュニティビジネスな
ど）への接近も進めている。

◎ポイント２
自主的な活動を支える｢コープ活動サポートセンター｣があり、組合員・職員の学習の風
土が根付いている。

　組合員活動をサポートする「コープ活動サポートセンター」は｢組合員が自主的に参加
する「コープサークル」や｢コープくらぶ｣のさまざまな活動をサポートしている。テーマ
ごとの縦割りではなく、食や子育て、環境、福祉など幅広くサポートしている。くらしの
助け合いの会のコーディネーターも配置され、地区ごとの活動もサポートしている。
　生協の基盤は、1982年から28年間継続している生協の事業所〔最寄の店舗や協同購入セ
ンターの集会室〕を使った組合員の学習の場「レインボースクール」は、地区ごとに店
長が主催し、月１回、６ヶ月の学習会を開催している。年間約2,600人の受講者が生協の
コープ委員や地域で活動する人材として誕生している。2009年度は、103学級（事業所）
で開催した。（１ヶ所平均25～26人）
　職員には、「ユニバーサルサービス」を目指した人づくりの推進として学習会を実施し、
155名の「サービスアテンダント」有資格者を全店舗に配属することを目指している。
　さらに、2010年からは、店長・センター長全員を対象とした「ユニバーサルサービス研
修」を実施している。これは、現在の接遇レベルのもう一段階上をめざし、地域一番での
応対で「生協らしさ」を打出していこうとするもので、主に接遇（店舗内での高齢者組合
員への対応方法等）と売り場（誰もが取りやすい棚にする等）を重点に行う。また、認知
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症の学習会もあわせて設定していく。2010年には、「コープこうべ・大阪北生協のユニバー
サルサービス」の基準をまとめ、2011年から実践の予定となっている。

◎ポイント３
店舗内の地域包括支援センターは、利用者しやすく、地域の総合的な窓口として機能し
ている。

　くらしの助け合いの会の活動をベースに展開した福祉介護事業は、年間８．６億円の事
業高になっている。そのうち訪問介護事業が75％の構成比になっている。
　コープこうべの特筆すべき点は、神戸市から委託された地域包括支援センターを生協の
店舗内に配置していることである。看護師（保健師）、主任ケアマネジャー、社会福祉士
に加え、地域見守り推進委員を配置している。公的福祉機能とコープこうべの福祉活動や
事業に新たな展開を見ることができる。日常の買い物をする場の店舗に地域包括支援セ
ンターがあることは地域住民にとっても利用・相談しやすくなり、他の地域包括支援セ
ンターより相談が多い。地域包括支援センターを核にした地域と結びつきを深めている。
「高齢者のくらしの問題」についての早期発見、買い物のアクセスの問題、ゴミだしの問
題、閉じこもり問題、一人暮らしの安否確認や民生委員を通じての自治会との連携など、
地域の暮らしのニーズの発見につながっている。
　このような行政との信頼関係が、現在神戸北区の高齢化した市営住宅の見守り拠点委託
事業として、コープこうべへの打診につながっている。店舗内の地域包括支援センター設
置は、生協と行政の連携の形として全国的に検討されるべきと感じた。
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姫路医療生協

地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！

◎ポイント1

経営の中心に介護事業を位置づけ、介護と医療の連携で姫路市内での介護サービス提

供シェアを拡大している。

◎ポイント２

地域の中のポジションを明確にし、行政と連携しながら利用者を拡大し介護事業で確

実に剰余を生み出す経営を行っている。

◎ポイント３：

組合員が介護事業をまちづくりの課題として捉えることで重層的に事業活動を支えて

いる。

【姫路市の概要】
　兵庫県内第二位の商工業と人口を擁する都市であり、中核市に指定されている。観光事
業では、国宝であり世界遺産でもある姫路城や、西の比叡山と呼ばれる書写山圓教寺、三
大荒神興の一つ灘のけんか祭りなどの播州の秋祭りが有名で、国内は勿論、海外からの観
光客も多い。中播磨県民局のエリアにあり、播磨地方の中心都市としての性格も持つ。人
口は53万人。

【姫路医療生協の概要、経営状況など】2009年12月現在
［創立］1974年　　［組合員数］20,659人
［出資金］３億4,542万円
［年間事業高］25億4,100万円（2008年度）
［職員数］531人　正職員141人　　パート390人（うちヘルパー134人）
［支部数］31支部　　［班数］284班
［事業利用委員会］６事業利用委員会
［事業所］
※医療（３事業所）
　病院（56床・内科一般）１、医科診療所１、歯科診療所１
　※介護事業所（24事業所）
　居宅介護支援事業所５、地域包括支援センター１、訪問看護ステーション４、
　ヘルパーステーション５、訪問入浴１、福祉用具レンタル１、デイケア１、
　デイサービス３、ショートステイ１、小規模多機能施設２
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［姫路医療生協の理念］
“人と人とのささえあいで　すこやかに生きる”

［姫路医療生協の事業経営戦略］
　在宅医療と介護事業（訪問・通所系）で特化し、利用者を中心とした介護と医療の連携
で安心・安全のサービスを提供する。

【地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！】
◎ポイント１
経営の中心に介護事業を位置づけ、介護と医療の連携で姫路市内での介護サービス提供
シェアを拡大している。

　姫路医療生協には56床の病院があるが、2000年を前後して生協の長期計画作成時に医療
中心の事業活動から介護と医療の連携を重視した事業活動に大きく転換している。「当院
の内科一般56床は、在宅医療と介護事業を支える役割を持つ。急性期病院の後方支援機
能」との位置づけである。
　聞き取りを行った荻野俊夫理事長からは｢本気で介護事業にとりくんできた。医療生協
は医療の片手間、地域購買生協は購買の片手間で介護事業をやっているのではないか｣と
いう指摘があった。介護事業を経営の中心に位置づけたことが姫路市内のシェア獲得に貢
献しているといえる。姫路医療生協の姫路市内主なサービス提供のシェアはケアプラン約
10%、訪問介護約10％、小規模多機能約30％（2010年度中）、訪問看護・訪問入浴20％以
上である。

◎ポイント２
地域の中のポジションを明確にし、行政と連携しながら利用者を拡大し介護事業で確実
に剰余を生み出す経営を行っている。

　明文化されている経営戦略｢在宅医療と介護事業（訪問・通所系）で特化し、利用者を
中心とした介護と医療の連携で安心・安全のサービスを提供する｣に基づき、他法人の事
業所との連携を広げている（病院は他法人を含め８つの介護事業所と嘱託医・協力病院契
約を行っている）。
　また、タウンミーティング（地域の医療とケアのネットワーク）の開催に積極的にかか
わっている。姫路医療生協の医療・介護事業は急性期・回復期ではなく維持期を担うこと
が社会的に認知されている。
　行政との連携も事業を通じてすすんでいる。５つの居宅介護支援事業所は、特定事業所
加算Ⅰ（１事業所）と特定事業所加算Ⅱ（４事業所）を取得済み。行政も困ったら、姫路
医療生協に相談という流れができている。姫路市から地域包括支援センター１事業所、小
規模多機能施設２事業所の指定を受け、事業を展開している。結果介護事業収入は医療事
業収入とほぼ同じとなり、経常剰余は医療を大きく上回っている（2008年度医療事業経常
剰余1,031万円／介護事業経常剰余5,548万円）。
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2010年度は新たに３つ目、４つ目の小規模多機能施設を開設予定である。

◎ポイント３
組合員が介護事業をまちづくりの課題として捉えることで重層的に事業活動を支えてい
る。

　介護事業への組合員参画は小学校区を単位にした支部がまちづくりの課題として捉えて
とりくんでいる。地域の介護力・保健力の向上を目標に、地域の中に安心・安全のネット
ワークをつくるとりくみである。まちのヘルスマスター講座、介護講座、支部の呼びかけ
で開催する認知症サポーター養成講座、くらしの助け合いの会｢はなちゃん｣のとりくみな
どが行われている。
　介護事業所には地域単位で対応した事業所利用委員会（地域担当理事と事業所職員とで
構成）があり、利用者の声を事業所に届けるとともに、サービス改善や利用者確保のとり
くみを行っている。
　新規事業を立ち上げる際には組合員・職員による全戸訪問が行われる。組合員は｢くら
しの中の困りごと｣を聞き、生協への期待や要望を聞いてまわる。現在準備がすすんでい
る福祉介護センター “さろお”（小規模多機能施設、通所介護併設）の建設予定地域では
１月24日（日）に訪問行動が行われた。55人（組合員27人、職員28人）で457軒を訪問し
192軒の方と対話をしている。オープンまで毎月行う予定のこの行動を通して、地域に医
療生協の風を吹かせ、新しい組合員を迎え、“さろお” の利用者を確保していく。“さろお”
も組合員と職員の協同でオープン当日から利用率100％実現に挑戦中である。
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生協しまね

地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！

◎ポイント1

　「ねばならない」でなく、やりたい人が創る「おたがいさま」活動を展開している。

◎ポイント２

　地域ネットワークづくりに向けた「地域づくり研究会（略称）」を発足させている。

◎ポイント３

　高齢者組合員のくしの課題＝「福祉的課題」というより「地域やくらし」から生協を

創る全体としての課題としている。

【島根県の人口動向】
　島根県人口は、1955年をピークとし、80万人前後で推移する時期を経て、昭和61年から
減少傾向が続き、2005年（国勢調査）には74万２千人・26万２千世帯（減少率は2.5％で全
国４位）。高齢化率は1990年の18.2％から2005年には27.1％に増加し、全国に先駆けて４人
に１人が高齢者という状況になっている（高齢化率は全国１位）。このうち、75歳以上人
口が、平成16年以降65歳～74歳人口を上回っており、今後も増加が見込まれる。

【生協しまねの概要、経営状況など】2009年3月現在
［創立］1984年　　［組合員数］58,937人　［出資金］20億円
［年間事業高］81億円（2008年度）　［活動エリア］隠岐郡を除く島根県一円
［事業所数］７支所・商品センター・本部

【おたがいさまの理念と概況】
　◎理念
　　「安心して子育てができ　
　　　　　　　年をとっても安心してすごせる　住んでいてたのしくなる地域づくり」
　◎2008年度の〝おたがいさま〟の概況　　　　　（08，４月～09，３月）

2009年３月実績 2009年度累計（４月～当月）

応援者

登録数
応援時間

（時間）

延べ

応援者数

　（名）

延べ

利用者数

　（件）

応援時間

（時間）

延べ

応援者数

（名）

延べ

利用者数

（件）

いずも 656.0 422 399 6,500.0 4,225 4,041 280

まつえ 545.5 269 262 6,519.0 2,947 2,794 373

雲南 248.5 177 162 2,832.0 1,953 1,715 236

大田 743.5 133 66 2,501.0 752 380 131

合計 2,193.5 1,001 889 18,352.0 9,877 8,930 1,020
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【地域福祉活動の視点から学ぶ３つのポイント！】
◎ポイント１
　「ねばならない」でなく、やりたい人が創る「おたがいさま」活動を展開している

　生協しまねでは、組合員どうしの助け合いシステム “おたがいさま” を2002年から立ち
上げました。
　生活の場面で困ったことが起きたときに気軽に“おたがいさま”の事務局へ連絡をし、“お
たがいさま” の事務局は手伝ってくれる人（応援者）を探し、連絡し、利用者と応援者を
つないでいきます。
　生協しまねの “おたがいさま” の大きな特徴の一つに、「当事者性」ということがあげ
られます。
　“おたがいさま” は、地域単位で発足がなされ、2002年の「いずも」を皮切りに、まつ
え（2004年）、雲南（2005年）、そして2009年立ち上げの大田と現在４つの地域で活動が展
開されています。
　立ち上げにあたっては、その地域に住む組合員の、「私の地域にも “おたがいさま” が
あったらいいな」が出発点となります。大田地区でもそうした組合員があつまり準備活動
に３年かけ、地域とのつながりを広げながら大田という地域にあった “おたがいさま” を
つくりあげました。
　おたがいさまは、各地域の組合員、コーディネーター、理事が運営委員会にメンバーと
して参加し、その運営委員会をベースに活動が展開されています。
各地域のおたがいさまでは、運営財源の部分も含め（注）自立的な組織（「小さな生協」
とよばれている）として生協本体との関係を保ち、生協の事業活動とも協力しあいながら
活動を推進しています。
　（注）生協本体からは、各おたがいさまに対し、定額の支援と事務室やコピー機などの施設使用の支

援、組合員への連絡書類配布の協力などの手助けをおこなっている。各おたがいさまでは、こ
の定額の支援に加え、利用者からの利用料やバザーなどからの収益金を収入とし、その収入を

みながらコーディネーターの活動料などを決めている。

　各おたがいさまでは、地域へのお祭りに参加したり、講座活動を開いたりするなど、地
域とも積極的にかかわりをもっています。
　そして2009年からは、「利用者は組合員」という制限枠をはずし、誰でもが利用出来る
ようになりました（大田では、応援者も組合員の枠を外す）。地域の団体との連携がさら
にすすみ、そのつながりが、広がりにつながっていくことをめざしています。

－68－ －69－



◎ポイント２
　地域ネットワークづくりにむけた「地域づくり研究会（略称）」を発足させている。

　ポイントの１で、2009年から利用についての組合員枠がなくなったと述べましたが、そ
のきっかけになったのが、おたがいさま松江と松江市内にある淞北台団地との出会いでし
た。
　おたがいさま松江の活動を地域に紹介していく中で、「淞北台いきいきライフを推進す
る会（注）」を知り、同会の高橋会長から、団地の状況や「いきいきライフ」の活動の目
的や内容を詳しく聞きました。
　　　（注）（団地住民の自主的組織。自治会にかわり高齢者の福祉事業を推進する役割をもつ。

　淞北台は、1970年代に当時の勤労者向けとして島根県住宅供給公社が建設した住宅団地
で、600世帯・約1400名が住んでいます。中心年代の人々が70歳代となり、また団地自体
が、市街地とはいえ高台にあることも環境要因となり、日常の買い物をサポートするしく
みの必要性や介護保険の対象に入らない高齢住民の困りごとへの対応策が大きな課題と
なっています。団地でも、住民互助体制を目的とした助けあいのしくみづくりを考えまし
たが、コーディネーター体制づくりや援助する方への作業中の事故補償問題などに目途が
立ちませんでした。
　おたがいさま松江では、淞北台で活動ができないか話し合いを重ね、最終的には、おた
がいさまの目的・理念にたちもどり、その目的に合致した活動として、地域住民の要望に
沿うために、組合員の枠をやめ、2009年度４月より自治会、いきいきライフ、おたがいさ
まの間で連携をとりながらのサポート体制を整えました。
　結果、淞北台に関わっている他団体の方たちとも、福祉ネットワークが出来、おたがい
さまで出来ない応援（援助活動）も、他の団体と連携をとる事で、一人ひとりのくらしの
状況にあった手助けが出来るようになっています。
　まずは自分たちの活動を地域に知らせていこうとした意思と行動、その中で知った地域
の実情と具体的な住民ニーズの発見と想いの共有化、そしてそのニーズと組織理念とを照
らし合わせる組織風土と理念に活動を合致させていくために規則変更する勇気が、一つの
淞北台をめぐるネットワークとして結実しました。
　生協しまねでは、地域ネットワークづくりにむけた、「地域づくり研究会（略称）」を、
2009年度に発足させました。
　これは、松江保健生協との連携・協力関係の中で、生活協同組合の果たす役割や課題を
明らかにすることはもとより、「地域の協同」のあり方を明確にし、「誰もが安心して住み
続けられる地域づくり」に寄与することを目的としています。
　具体的には、高齢者住宅・介護事業所等での “おたがいさま” との連携、淞北台での組
合員を交えた「豊かな食生活づくり」にむけた交流会開催が決まり、買物サポートを含め
た検討がスタートしました。
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◎ポイント３
高齢者組合員のくしの課題＝「福祉的課題」というより「地域やくらし」から生協を創
る全体としての課題としている。

　生協しまねでは、2009年１月、「高齢組合員がより豊にくらせるために」と題して、高
齢組合員のくらしに関する調査結果報告が行われました。この調査は、2006年~2008年
に、65歳以上の高齢者組合員を対象に実施されたものです。
　調査背景には、島根県がかかえる地域経済課題や高齢化率全国１位といった環境状況が
あり、同時にこのことは、生協しまねにとっての今後の事業展開を考えていくうえでも
「猶予ならざる事業環境としてたちはだかりつつあった」（同報告書より）との認識があり
ます。
　現在、生協しまねの高齢者組合員の利用率および利用金額は、全体の17％であり、支所
によっては26％のところもあります。今後の高齢化率の進行を考えると、高齢者の利用の
動向が生協の全体の利用動向に与える影響は大きくなっていくことは間違いありません。
　高齢者の暮しにどう向き合い、どのような商品を、どういう形で供給し、組合員の生活
をどうささえていくかは、「福祉的課題」として別にあるものではなくではなく、「地域や
くらし」からどんな生協を創るのかといった中心的な課題のひとつとして位置づける必要
があります。
　ポイント２で示した、淞北台での買物サポートをどうしていくかの検討は、１つのモデ
ルケースとしても大きな意味をもつものです。
　生協商品の利用しやすさ、利用の広がりをどう実現していくか、高齢社会に対応した仕
組みの改善やあらたな「配達・利用サポート機能」をどう考えていくか等々、今後、さら
に具体的な検討が課題となってきています。

－70－ －71－



参考資料

～安心して子育てができ、年をとっても安心して暮らせる、住んでいて楽しくなる地域
づくり～　をめざして

１、〝おたがいさま　いずも〟から〝おたがいさま　大田〟へ広がり 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つくりたい人がつくる流れ）

〇応援時間　　　500時間/年　→　13000時間/年　

〇登録者数　107人→944人、一人あたりの年間利用時数　4.7時間→13.8時間

〇応援内容の広がり

〇財政運営の原則と工夫

　　・運営費は１時間あたり２００円を利用者からもらう

　　・バザーやおたがいさま講座などで賛助金を集める

　　・収入に見合う支出をする

○くらしのおしゃべり会で、「これから」をさがす

２、やりながら見つけた「おたがいさま」の『運営原理』

①やりたいから、やりたい人が創る世界　　　　　　　ねばならない＜自己犠牲的＞世界

　　　〇顔が見える範囲　　　　　　　　　　　　　　●　理事会決定

　　　〇支所ごとに　　　　　　　　　　　　　　　　●　職員事務局配置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　全県的

②いつでも、だれでも　　　　　　　　　　　　　　　　会費制　　会員制

　　　○出入り自由に生協らしく

③困ったら、みんなで考える場がある　　　　　　　　・基準・枠組み・役割分担

　　　〇とりあえずやってみる　　　　　　　　　　　●　整備・照らし合わせ

　　　　　⇒やってみてどうだったか　⇒振り返ってまた考える

　　　〇何が起きても大丈夫！

④関わっている人たちが、自分たちで決める　　　　理事会や関わっていない人たちで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決める

　　　○自立・自律（おたがいさま運営委員会）

⑤より豊かになることをささえ合う地域づくり　　　　　　『福祉』

　　　〇「困りごと」は、当事者が決める　　　　●「困りごと」は第三者が決める

　　　〇共感的に受けとめる　　　　　　　　　　●限定的

　　　〇利用者と応援者（人と人）をつなぐことに徹する
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□□□■第Ⅲ部■□□□

【補足資料】－②

■重点的役割①に関する関連資料
　　※第Ⅳ章の「生協が果たすべき役割」の重点的役割①に関する関連資料です。
　　　（１は日本生協連出版部発行の『生協運営資料』No.251、2～4は、『生協運営資料』

No.252からの転載です。）

　　１．「すべての事業を福祉的視点で組み立てることが大事であると考え

ています」（コープあいち）

　　２．「『経営品質』活動を通して考える、組合員一人ひとりへのお役立ち

と地域における生協の役割」（福井県民生協）

　　３．「地域に寄り添うことで生まれた取組み『学童保育のおやつ配達』

から考える生協の新たな価値創造」（エフコープ）

　　４．「コープみやざきが考え、実践していることの中から問う！

　　　　生協としての方針、考え方について」（コープみやざき）
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研究会について

＜研究会の位置づけと役割＞
　・日本生協連芳賀専務理事の私的研究会として2009年９月に設置。
　・超高齢化社会の到来と介護問題の深刻化、社会的セーフティネットの危機的状況が進
行する中､｢誰もが安心して暮らすことができる地域｣の実現に向け､地域福祉の課題整
理とその中で生協が果たすべき役割発揮のあり方について「研究会報告」を2010年上
半期中にとりまとめることとした。

＜構成メンバー＞　　　敬称略　　－50音順－

役　割 氏　名 組織名・役職

委　員 伊藤　由理子 生活クラブ生協・東京　常務理事

委　員 池田　徹 社会福祉法人　生活クラブ 理事長

委　員 上野谷加代子 同志社大学　社会学部　教授

委　員 加瀬　裕子 早稲田大学　人間科学部　教授

委　員 齋藤　昭子 みやぎ生協　理事長

委員長 高田　公喜 生協ひろしま　常勤理事

委　員 藤川　武夫 福井県民生協　理事長

委　員 村城　正 社会福祉法人　協同福祉会　理事長

委　員 矢野　香栄 パルシステム東京　常務理事

委　員 山添　令子 コープこうべ　常勤理事

芳賀　唯史 日本生協連　専務理事

事務局 山内　明子 日本生協連　執行役員　組織推進本部　本部長

山際　淳 日本生協連　組織推進本部　福祉事業推進部　部長

河村　昌明 日本生協連　医療部会

山内　寛 日本生協連　組織推進本部　組合員活動部　部長

尾崎　靖宏 日本生協連　組織推進本部　福祉事業推進部

佐藤　博 日本生協連　組織推進本部　福祉事業推進部
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＜開催内容＞

日　程 内　　　容
第１回
研究会

09年９月８日
（東京）

「Ⅰ．現状把握と研究会の課題の明確化」論議
・学習会実施（「これからの地域福祉のあり方に関する研究会
報告」厚生労働省社会･援護局地域福祉課　課長補佐　山本
亨氏）
・研究会論議の進め方について協議＆確認

第２回
研究会

09年11月
　　27～28日
（福井）

「Ⅱ．地域における生協の果たすべき役割」論議～①
・福井県民生協視察
・「今後の地域福祉（地域コミュニティ）のあり方と生協が果
たすべき役割」論議にあたっての課題提起・検討

第３回
研究会

10年１月30日
（東京）

「Ⅱ．地域における生協の果たすべき役割」論議～②
・学習会（ゲストスピーカー：日本NPOセンター理事･事務局
長　田尻佳史氏）
・委員生協及び先進事例内容共有化
・「今後の地域福祉（地域コミュニティ）のあり方と生協が果
たすべき役割」についての論議

シンポ
ジウム

10年２月13日
（東京）

・記念講演
　　社会保険診療報酬支払基金理事長　中村秀一氏

・先進事例報告
　　伊賀市社会福祉協議会 理事･事務局長 平井俊圭氏

・研究会メンバーによるシンポジウム
　～これからの地域福祉のあり方と生協のはたすべき役割
　◇コーディネーター
　　同志社大学社会学部社会福祉学科教授 上野谷加代子氏
　◇シンポジスト
　　早稲田大学人間科学部健康福祉学科教授 加瀬裕子氏
　　伊賀市社会福祉協議会　理事･事務局長　平井俊圭氏
　　生協ひろしま常勤理事 高田公喜氏（研究会委員長）

第４回
研究会

10年４月23日
（東京）

「Ⅲ．地域福祉推進のための条件と展開実例」論議～③
・委員生協及び先進事例内容共有化
・研究会報告骨子論議

第５回
研究会

10年７月１日
（東京）

研究会報告内容確認
・報告書「誰もが安心して暮らせる地域づくり～新たな一歩を
ふみだすために～」最終確認
・地域福祉交流会（仮称）開催内容検討
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地域福祉研究会「報告書」

誰もが安心して暮らせる地域づくり
～新たな一歩をふみだすために～

2010年９月
日本生活協同組合連合会

地域福祉研究会（担当：組織推進本部　福祉事業推進部）
頒価 500円（税別・送料別）

〒150－8913　東京都渋谷区渋谷３－29－８　コーププラザ
TEL：03－5778－8107　FAX：03－5778－8108
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